
朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識

【

要

旨

】

李

眸

光

は

、

光

海

君

六

年

に

刊

行

し

た

の

「

外

国

」

条

で

、

イ

エ

ズ

マ

テ

オ

・

リ

ッ

チ

の

著

述
し
た
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
や
『
天
主
賓
義
』
・
『
交
友
論
』
を
朝
鮮
で
始
め
て
紹
介
し
、
さ
ら
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
に
つ
い

て
も
解
説
を
加
え
た
朝
鮮
中
期
の
儒
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
研
究
成
果
を
再
検
討
す
る
た
め
、
『
芝
峯

類
説
』
の
「
外
国
」
条
の
内
容
を
分
析
し
、
李
眸
光
が
世
界
地
理
に
関
す
る
知
識
を
ど
の
よ
う
な
資
料
か
ら
獲
得
し
た
の
か
考
察
し

た
。
そ
の
結
果
、
李
眸
光
の
世
界
地
理
に
関
す
る
知
識
は
、
主
に
中
国
の
史
書
や
地
理
書
、
或
い
は
類
書
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
国
々
を
叙
述
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
主
に
当
時
の
日
本
人

か
ら
得
た
伝
聞
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
『
坤
輿
萬
國
全
園
』
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
李
辟
光
の
世
界
地
理
観

は
、
『
三
才
圏
會
』
の
挿
図
に
見
る
よ
う
な
伝
統
的
な
地
理
観
で
あ
り
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
に
見
る
よ
う
な
西
欧
の
世
界
地
理
観
を

形
成
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

朝
鮮
儒
学
者
李
辟
光
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世
界
地
理
認
識
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李
眸
光
は
、
朝
鮮
中
期
を
代
表
す
る
文
臣
で
あ
る
が
、
同
時
に
『
芝
峯
類
説
」
の
著
者
と
し
て
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
彼
が
著

し
た
『
芝
峯
類
説
』
は
、
総
数
三
四
三
五
項
目
か
ら
な
る
百
科
全
書
的
著
作
で
あ
り
、
「
天
・
地
・
人
」
の
世
界
に
生
起
す
る
事
柄

を
、
歴
代
の
史
書
・
詩
文
集
•
仏
書
等
を
引
用
し
な
が
ら
ま
と
め
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
列
挙
し
た
事
柄
に
つ
い
て
、
李
眸
光
独
自
の

見
解
を
附
す
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
『
芝
峯
類
説
』
は
、
総
項
目
数
の
多
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

儒
教
的
な
規
範
に
と
ら
わ
れ
な
い
著
述
の
仕
方
を
と
っ
て
い
る
た
め
に
、
李
眸
光
は
、
朝
鮮
後
期
に
勃
興
し
た
実
学
の
先
駆
者
と
も

評
価
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
李
眸
光
に
対
す
る
評
価
は
、
主
に
朝
鮮
西
学
史
、
並
び
に
東
洋
地
図
学
史
両
分
野
の
研
究
か
ら
得
ら
れ
た
成
果
で
あ
る

朝

は

じ

め

に

4
)
見
聞
に
よ
る
分
類

(
l
)

篇
目
の
検
討
と
分
類
の
方
法

(
3
)
中
国
正
史
に
よ
る
分
類

2
)

『
吾
學
編
』
に
よ
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分
類

、
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眸
光
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略
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、
『
芝
峯
類
説
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「
外
国
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分
析

は
じ
め
に

鮮

目

次 学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

お
わ
り
に

(
d
)
欧
羅
巴
国
と
大
西
国

、
李
眸
光
が
見
た
世
界
図
と
世
界
地
理
認
識

(
E
永
結
利
国

(a)
佛
浪
機
国

(
b
)
南
番
国



が
、
そ
の
際
に
両
分
野
の
研
究
者
が
注
目
し
た
部
分
は
、
『
芝
峯
類
説
」
の
中
で
も
特
に
、
巻
二
の
「
諸
国
部
」
、
「
外
国
」
条
の
記
事

で
あ
っ
た
。
同
記
事
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
っ
て
、
李
辟
光
の
西
学
観
や
世
界
地
理
観
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
結
論

が
得
ら
れ
て
い
る
。

第
一
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
士
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
（
漢
名
は
利
珊
賓
）
が
中
国
で
著
述
し
た
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
、
『
天
主
賞
義
』
、
そ
し

て
『
交
友
論
』
が
、
宣
祖
三
十
六
(
-
六

0
三
）
年
ま
で
に
朝
鮮
に
将
来
さ
れ
、
李
眸
光
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
内
容
が
紹
介
さ
れ

た
こ
と
。
第
二
は
、
朝
鮮
で
初
め
て
「
佛
浪
機
国
」
、
「
南
番
国
」
、
「
永
結
利
国
」
、
「
獣
羅
巴
国
」
、
「
大
西
国
」
等
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

国
や
地
域
が
説
明
を
加
え
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と
。
第
三
は
、
第
二
点
と
も
関
連
し
て
い
る
が
、
李
眸
光
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
や
地
域

を
紹
介
し
て
い
る
事
実
か
ら
、
李
眸
光
は
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
を
閲
覧
し
て
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
最

新
の
地
理
知
識
を
受
容
し
た
で
あ
ろ
う
と
推
論
し
た
こ
と
で
あ
る
。

李
眸
光
が
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
『
坤
輿
萬
國
全
圏
」
や
『
天
主
賓
義
」
・
『
交
友
論
』
を
朝
鮮
に
初
め
て
紹
介
し
た
こ
と
は
、
『
芝
峯

類
説
』
に
同
書
名
が
明
記
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
間
違
い
の
な
い
事
実
で
あ
る
（
但
し
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
は
『
歌
羅
巴
國
輿
地

(
2
)
 

圏
』
六
幅
と
し
、
『
交
友
論
』
は
『
重
友
論
」
と
記
し
て
い
る
。
書
名
が
相
違
し
て
い
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
し
か
し
、
『
芝

峯
類
説
」
の
中
で
、
「
佛
浪
機
国
」
、
「
南
番
国
」
、
「
永
結
利
国
」
、
「
歌
羅
巴
国
」
、
「
大
西
国
」
等
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
や
地
域
名
を
明

記
し
、
そ
の
説
明
を
加
え
て
い
る
こ
と
で
、
李
眸
光
が
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
に
描
か
れ
た
世
界
地
理
の
状
況
を
信
頼
し
て
い
た
と
す

る
の
は
早
計
で
あ
ろ
う
。
彼
が
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
の
世
界
図
や
説
明
文
を
ど
れ
ほ
ど
信
頼
し
て
、
『
芝
峯
類
説
』
の
「
外
国
」
条
に

反
映
さ
せ
た
の
か
、
「
外
国
」
条
の
構
成
、
並
び
に
そ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
全
て
の
国
々
や
地
域
と
の
関
連
を
詳
細
に
分
析
検
討
し

た
上
で
な
け
れ
ば
結
論
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
李
眸
光
は
、
朝
鮮
西
学
史
の
中
で
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
や
『
天
主
責
義
』
・
『
交
友
論
』
の
初
め
て
の
紹
介
者
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
、
同
時
に
「
佛
浪
機
国
」
や
「
永
結
利
国
」
を
『
芝
峯
類
説
』
に
明
記
し
た
こ
と
か
ら
、
西
欧
に
お
け
る
最
新
の
世
界
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第一幅上部に「九重天図」が見える（本論六八頁参照）

地
理
の
受
容
者
と
し
て
不
動
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
彼
が
記
し
た
「
佛
浪
機
国
」
や
「
永
結

利
国
」
等
は
、
実
際
に
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
に
記
載
さ

れ
て
い
る
国
名
な
の
か
、
或
い
は
『
芝
峯
類
説
』
の
中

で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
名
や
地
域
の
名
称
を
記
載
し
な

が
ら
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
「
利
未

亜
（
ア
フ
リ
カ
大
陸
）
」
や
「
亜
墨
利
加
（
南
北
ア
メ
リ

カ
大
陸
）
」
に
つ
い
て
は
、
な
ぜ
一
言
も
言
及
す
る
こ
と

が
な
か
っ
た
の
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
か
ら
で
は
、

こ
う
し
た
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

（図
I
参
照
）
。

李
眸
光
は
、
地
上
世
界
に
朝
鮮
、
中
国
以
外
に
ど
の

よ
う
な
国
や
地
域
が
存
在
し
、
そ
こ
に
は
ど
の
よ
う
な

人
々
が
生
き
て
い
る
と
考
え
て
い
た
の
か
、
ま
た
そ
の

よ
う
な
知
識
を
李
眸
光
は
ど
こ
で
学
ん
だ
の
か
、
そ
う

し
た
点
を
解
明
し
な
い
限
り
、
李
眸
光
が
考
え
て
い
た

世
界
地
理
の
実
像
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
『
芝
峯
類
説
』
巻
二
「
諸
国

「
外
国
」
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
国
や
地
域
名
を

部」、

一四



朝
鮮
儒
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界
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理
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（
鈴
木
）

（図 I) 『坤輿萬國全圏』（宮城県図書館所蔵）

五

通
し
て
、
李
眸
光
が
世
界
地
理
に
関
す
る
知
識
を
ど
こ

で
学
ん
だ
の
か
、
そ
し
て
彼
は
如
何
な
る
世
界
地
理
認

識
を
持
つ
に
い
た
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

解
明
し
て
み
た
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
問
題

と
関
連
し
て
、
李
眸
光
が
『
天
主
賓
義
』
や
『
交
友
論
』

を
実
際
に
閲
覧
し
た
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
、
史
料

に
即
し
て
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
先
に
『
芝
峯
類
説
』
成
立
に
至
る

ま
で
の
李
眸
光
に
関
す
る
略
歴
を
述
べ
た
い
。

一
、
李
眸
光
の
略
歴

李
眸
光
、
字
は
潤
卿
、
号
は
芝
峯
、
全
州
李
氏
。
明

宗
十
八
(
-
五
六
三
）
年
に
、
李
希
倹
の
二
男
（
一
男

は
李
謙
光
）
と
し
て
生
ま
れ
た
（
母
は
柳
埠
の
女
）
。
元

来
、
李
眸
光
の
家
系
は
、
第
三
代
国
王
太
宗
の
子
、
排

（
敬
寧
君
）
を
始
祖
と
す
る
全
州
李
氏
敬
寧
派
で
あ
り
、

李
眸
光
は
そ
の
六
代
孫
に
あ
た
る
。
李
眸
光
の
祖
父
に

あ
た
る
李
裕
に
は
、
少
な
く
と
も
七
人
の
男
子
が
お
り
、

そ
の
中
で
長
子
の
李
希
温
、
次
子
の
李
希
良
、
李
希
倹
、



李
希
得
が
科
挙
の
文
科
に
及
第
し
て
い
る
。
李
眸
光
の
父
で
あ
る
李
希
倹
の
文
科
及
第
は
、
明
宗
元
(
-
五
四
六
）
年
で
あ
る
（
李

希
倹
は
出
継
し
、
李
裕
の
弟
で
あ
る
李
禎
の
系
子
と
な
っ
て
い
る
）
。
李
希
倹
の
生
年
が
中
宗
十
一
(
-
五
一
六
）
年
で
あ
る
た
め
、

三
十
歳
で
官
吏
登
用
の
た
め
の
関
門
を
突
破
し
た
こ
と
に
な
る
。
李
眸
光
が
生
ま
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
十
七
年
後
で
あ
る
。
李
眸

光
の
母
、
柳
嗚
の
女
は
、
李
希
倹
に
と
っ
て
二
番
目
の
妻
に
当
た
る
。

李
昨
光
は
、
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
将
来
を
嘱
望
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
父
の
李
希
倹
は
、
李
眸
光
が
科
挙
に
及
第
す
る
前

に
死
去
し
て
し
ま
っ
た
。
李
眸
光
が
十
七
歳
の
時
で
あ
る
。
こ
の
間
の
李
昨
光
の
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
父
親
が
逝
去

し
た
後
も
勉
学
は
続
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
李
眸
光
は
二
十
二
歳
に
な
っ
た
宣
祖
十
八
(
-
五
八
五
）
年
に
早
く
も
文

(3) 

科
に
及
第
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

李
眸
光
は
登
科
さ
れ
る
や
、
承
文
院
の
従
九
品
官
で
あ
る
副
正
字
に
任
ぜ
ら
れ
、
三
年
後
の
宣
祖
二
十
一
(
-
五
八
八
）
年
に
は
、

藝
文
館
の
倹
閲
（
正
九
品
官
）
、
翌
宣
祖
二
十
二
年
に
は
、
成
均
館
の
典
籍
と
司
憲
府
の
監
察
（
い
ず
れ
も
正
六
品
官
）
に
、
そ
し
て

翌
宣
祖
二
十
三
(
-
五
九

O
)
年
に
は
、
戸
曹
と
兵
曹
の
佐
郎
（
正
六
品
官
）
に
そ
れ
ぞ
れ
任
官
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
順
調
に
官

(
4
)
 

階
を
昇
進
し
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
本
論
と
の
関
係
か
ら
述
べ
れ
ば
、
未
だ
二
十
代
に
し
て
正
六
品
官
ま
で
官
位
を
の
ぼ
っ
た
事
実

よ
り
も
、
彼
が
宣
祖
二
十
三
年
に
、
使
節
の
一
員
と
し
て
北
京
へ
赴
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で

あ
る
。李

眸
光
が
参
加
を
命
じ
ら
れ
た
使
節
は
、
刑
曹
参
判
の
李
山
甫
を
正
使
と
す
る
聖
節
使
で
あ
り
、
彼
は
書
状
官
の
任
を
受
け
て
使

(5) 

行
に
加
わ
っ
て
い
た
。
使
行
に
際
し
て
、
李
眸
光
は
、
書
状
官
と
し
て
の
役
目
を
無
難
に
こ
な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
問
題
は
帰

国
後
に
お
と
ず
れ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
度
の
使
行
時
に
、
李
眸
光
は
偶
然
に
も
紫
禁
城
に
お
け
る
朝
会
で
安
南
国
の
使
臣
に
出
会
う

こ
と
と
な
り
、
そ
の
事
実
を
帰
国
後
に
、
彼
は
復
命
書
に
記
載
し
て
し
ま
っ
た
。
と
こ
ろ
が
安
南
国
の
使
臣
に
出
会
っ
た
と
い
う
記

事
が
、
国
王
宣
祖
の
目
に
と
ま
り
、
李
眸
光
は
宣
祖
か
ら
承
政
院
に
呼
び
出
さ
れ
、
下
問
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
し
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か
し
、
下
問
の
時
に
、
国
王
か
ら
「
安
南
国
使
臣
の
衣
服
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
安
南
国
の
制
度
や
風
俗
は
如
何
な
も
の
か
」
、
「
安

南
国
の
使
臣
と
詩
文
の
や
り
と
り
を
し
た
の
で
あ
れ
ば
見
せ
て
ほ
し
い
」
と
、
次
々
と
質
問
さ
れ
た
が
、
ど
れ
―
つ
答
え
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
李
眸
光
は
、
恨
悔
の
思
い
を
抱
き
、
次
に
使
行
の
機
会
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
―
一
度
と
こ
の
よ
う
な

(6) 

こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
心
に
誓
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
彼
の
思
い
が
、
後
年
の
使
行
時
に
活
か
さ
れ
、
さ
ら
に
は
そ
の
体
験

が
『
芝
峯
類
説
』
執
筆
の
際
に
、
大
い
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

李
眸
光
は
、
北
京
か
ら
帰
国
し
て
か
ら
も
順
調
に
官
位
を
の
ぼ
っ
た
。
特
に
、
宣
祖
二
十
五
(
-
五
九
二
）
年
か
ら
始
ま
っ
た
壬

(
7
)
 

辰
倭
乱
の
影
響
も
あ
り
、
倭
乱
の
前
年
（
宣
祖
二
十
四
年
）
六
月
に
弘
文
館
の
正
六
品
官
で
あ
る
修
撰
に
就
任
し
て
い
た
彼
は
、
そ

の
三
年
後
の
宣
祖
一
―
十
七
(
-
五
九
四
）
年
六
月
に
は
、
国
王
に
近
侍
す
る
承
政
院
の
正
一
二
品
官
で
あ
る
同
副
承
旨
に
任
官
し
て
い

(
8
)
 

る
の
で
あ
る
。
李
眸
光
の
官
界
に
お
け
る
活
躍
は
、
光
海
君
時
代
(
-
六

0
九
＼
一
六
二
二
年
）
の
半
ば
以
降
の
一
時
期
を
除
き
、

そ
の
後
の
仁
祖
の
時
代
も
続
き
、
最
終
的
に
は
吏
曹
判
書
に
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
る
こ
と
に
な
る
（
ま
た
彼
の
二
人
の
子
息
、
李
聖
求

は
後
に
領
議
政
に
、
李
敏
求
は
吏
曹
判
書
と
な
る
）
。
た
だ
し
、
彼
の
官
界
に
お
け
る
活
躍
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
本
論
の
目
的
で

は
な
い
た
め
、
こ
れ
以
上
の
論
及
は
控
え
た
い
が
、
官
界
で
の
活
動
と
関
連
し
て
二
点
だ
け
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が

あ
る
。第

一
点
は
、
李
眸
光
が
宣
祖
二
十
三
年
に
引
き
続
き
、
宣
祖
三
十
(
-
五
九
七
）
年
と
光
海
君
一
―
-
（
一
六
―
-
）
年
に
も
使
節
の

一
員
と
し
て
北
京
に
赴
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
宣
祖
三
十
年
の
時
に
は
、
倭
乱
は
未
だ
収
束
せ
ず
、
漠
城
も
廃
墟
同
然
の
よ
う
な

情
況
で
あ
っ
た
が
、
北
京
紫
禁
城
内
の
皇
極
殿
等
が
焼
尽
し
た
と
い
う
理
由
で
、
慰
問
の
た
め
の
使
節
で
あ
る
進
慰
使
が
派
遣
さ
れ

(9) 

る
こ
と
に
な
り
、
李
眸
光
は
、
そ
の
使
節
の
正
使
と
し
て
北
京
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
時
に
、
李
眸
光
が

以
前
に
果
た
せ
な
か
っ
た
願
い
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
北
京
に
お
け
る
朝
鮮
使
節
一
行
の
宿
舎
で
あ
る
玉
河
館
に
、
偶

然
に
も
安
南
国
の
使
節
が
同
宿
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
李
眸
光
は
、
安
南
の
使
臣
涯
克
寛
に
詩
文
を
送
り
、
さ
ら
に
は
涸
克
寛
と
問
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(10) 

答
を
交
わ
し
て
、
安
南
の
地
理
・
歴
史
・
風
俗
等
に
つ
い
て
聞
く
機
会
を
得
た
の
で
あ
る
。(11) 

ま
た
、
光
海
君
三
年
に
は
、
冬
至
使
兼
奏
請
使
に
副
使
と
し
て
参
加
し
（
正
使
は
李
尚
毅
）
、
こ
の
時
も
ま
た
、
紫
禁
城
内
で
琉
球

国
や
逼
羅
国
の
使
臣
と
遭
遇
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
。
そ
の
た
め
李
眸
光
は
、
彼
ら
使
臣
に
詩
文
を
送
り
、
ま
た
問
答
を
交
わ
し
て
、

(12) 

そ
れ
ぞ
れ
の
国
情
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
時
的
に
せ
よ
、
李
眸
光
が
北
京
で
安
南
国
、
琉
球
国
、
逼
羅

国
の
使
臣
と
問
答
を
交
わ
し
た
事
実
は
、
彼
の
見
聞
を
広
め
る
と
同
時
に
、
知
的
空
間
を
も
拡
大
さ
せ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。

第
二
の
点
は
、
李
眸
光
が
い
つ
頃
か
ら
『
芝
峯
類
説
』
を
書
き
始
め
た
の
か
、
と
い
う
問
題
と
も
関
連
す
る
が
、
彼
は
、
か
な
り

早
い
段
階
か
ら
、
『
芝
峯
類
説
』
の
内
容
に
関
連
す
る
も
の
を
書
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら

ば
、
壬
辰
倭
乱
が
終
息
し
た
三
年
後
の
宣
祖
三
十
四
(
-
六

0
1
)
年
に
、
廟
堂
に
お
い
て
、
宣
祖
二
十
五
(
-
五
九
二
）
年
以
後

の
「
孝
子
・
烈
女
・
忠
臣
」
等
を
表
彰
す
る
た
め
の
討
議
が
行
わ
れ
た
が
、
結
果
は
「
歳
月
が
久
し
く
、
高
下
虚
実
は
任
意
に
取
捨

し
難
か
っ
た
」
と
の
理
由
で
結
論
を
見
る
に
い
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
不
明
の
ま
ま
放
置
す
る
わ
け
に
も
い
か
ず
、

国
王
宣
祖
に
よ
っ
て
「
腔
門
・
賞
職
・
復
戸
（
孝
子
ら
に
戸
税
を
免
じ
る
こ
と
）
」
等
に
分
け
て
記
録
し
、
「
宣
祖
三
十
年
以
前
に
つ

(13) 

い
て
は
、
宣
祖
二
十
六
年
に
李
眸
光
が
抄
冊
し
た
も
の
を
参
考
に
す
る
よ
う
に
」
と
の
決
定
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

宣
祖
二
十
六
年
当
時
、
李
眸
光
は
司
憲
府
、
司
諫
院
、
或
い
は
弘
文
館
の
職
位
を
歴
任
し
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
彼
が
「
孝

子
・
烈
女
・
忠
臣
」
の
「
抄
冊
」
を
ま
と
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
「
抄
冊
」
作
成
の
経
験
は
、
後
に

『
芝
峯
類
説
』
を
叙
述
す
る
際
に
大
い
に
役
立
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
現
在
こ
の
「
抄
冊
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
不
明
で

あ
る
が
、
『
芝
峯
類
説
』
巻
一
五
の
「
人
物
部
」
に
「
節
義
」
・
「
烈
女
」
の
各
条
を
設
け
て
、
少
な
か
ら
ず
壬
辰
倭
乱
前
後
の
「
孝

子
・
烈
女
・
忠
臣
」
の
人
物
を
取
り
上
げ
て
記
述
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
点
か
ら
、
李
眸
光
は
、
『
芝
峯
類
説
』
を
刊
行
す

る
数
年
前
に
、
突
然
思
い
立
っ
て
同
書
の
著
述
を
開
始
し
た
の
で
は
な
く
、
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
『
芝
峯
類
説
』
の
各
篇
目
の
内

容
に
該
当
す
る
よ
う
な
文
章
は
作
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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さ
ら
に
考
察
を
加
え
る
な
ら
ば
、
宣
祖
二
十
三
年
と
同
三
十
年
、
さ
ら
に
光
海
君
三
年
に
中
国
に
赴
い
た
李
眸
光
は
、
そ
こ
で
多

く
の
書
籍
を
閲
覧
．
購
入
し
た
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
、
李
眸
光
は
、
そ
れ
ら
書
籍
の
中
で
も
特
に
、
『
痒
州
山
人
四
部

考
』
所
収
の
『
宛
委
餘
編
」
（
明
代
万
暦
五
年
頃
、
一
五
七
七
年
頃
刊
）
、
或
い
は
『
事
文
玉
屑
』
（
万
暦
二
十
五
年
、
一
五
九
七
年

刊
）
や
『
一
ニ
オ
圃
會
』
（
万
暦
一
二
十
七
年
、
一
六

0
九
年
刊
）
等
の
類
書
、
さ
ら
に
は
『
萬
賓
全
書
」
等
の
日
用
類
書
を
閲
覧
し
、
そ

れ
ら
に
啓
発
さ
れ
て
『
芝
峯
類
説
」
の
編
纂
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
前
出
の
四
書
は
、
『
芝
峯

類
説
』
で
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
）
。
ま
さ
に
李
辟
光
が
書
名
に
一
類
説
」
と
付
け
加
え
た
の
は
、
そ
れ
ら
中
国
の
類
書
を
意
識

(14) 

し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
中
国
出
版
史
の
中
で
『
芝
峯
類
説
』
を
見
れ
ば
、
同
書
は
明
朝
後
半
期
に
出
版
の
隆
盛
を
見

た
百
科
全
書
的
な
著
作
で
あ
る
類
書
や
日
用
類
書
の
朝
鮮
版
と
で
も
言
い
得
る
も
の
で
あ
り
、
『
芝
峯
類
説
』
の
編
纂
・
刊
行
が
決
し

て
時
代
や
地
域
か
ら
突
出
し
て
生
ま
れ
出
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
李
悴
光
は
宣
祖
二
十
三
年
と
同
三
十
年
、
さ
ら
に
光
海
君
三
年
に
北
京
に
赴
き
、
そ
こ
で
中
国
刊
行
の
類
書
等

を
閲
覧
し
た
こ
と
を
契
機
に
し
て
、
朝
鮮
に
お
け
る
類
書
の
編
纂
を
考
え
る
に
到
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
ま
た
李
眸
光

自
身
も
、
冬
至
使
兼
奏
請
使
の
副
使
と
し
て
帰
国
し
た
光
海
君
四
年
以
降
は
、
顕
職
で
あ
る
成
均
館
大
司
成
や
司
諫
院
大
司
諫
に
一

時
的
に
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
外
は
全
く
実
職
の
伴
わ
な
い
官
職
を
担
当
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
当
時
、
国

王
光
海
君
の
も
と
で
大
北
が
政
権
を
担
っ
て
い
た
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
同
党
派
に
属
さ
な
い
李
眸
光
が
閑
職
に
止
ま
っ
て
い
た
こ
と

は
肯
首
で
き
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
実
生
活
上
の
時
間
的
な
余
裕
に
よ
っ
て
『
芝
峯
類
説
』
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た

と
考
え
ら
れ
る
。
『
芝
峯
類
説
」
の
完
成
は
光
海
君
六
(
-
六
―
四
）
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
『
芝
峯
類
説
』
巻
二
、

一
外
国
」
条
は
、
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
、
如
何
な
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
以
下
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。
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二
、
『
芝
峯
類
説
』
、

「
外
国
」
条
の
分
析

『
芝
峯
類
説
』
は
、
巻
一
の
「
天
文
部
」
か
ら
巻
二
十
の
「
禽
獣
部
」
ま
で
の
全
二
十
巻
か
ら
な
る
百
科
全
書
で
あ
る
。
本
論
で
分

析
の
対
象
と
す
る
「
外
国
」
条
は
、
巻
一
一
の
「
地
理
部
」
（
地
、
山
、
水
、
海
、
島
、
井
、
田
の
各
条
）
、
「
諸
国
部
」
（
本
国
、
外
国
、

北
虜
、
国
都
、
郡
邑
、
風
俗
、
道
路
の
各
条
）
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
朝
鮮
以
外
の
国
々
や
地
域
の
地
理
・
気
候
・

風
俗
・
国
情
等
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
「
諸
国
部
」
、
「
外
国
」
条
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
李
眸
光
が
ど
の
よ

う
な
国
々
や
地
域
が
地
上
世
界
に
存
在
す
る
と
考
え
て
い
た
の
か
、
さ
ら
に
は
彼
が
世
界
の
地
理
状
況
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

た
の
か
、
そ
の
一
端
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。

本
論
に
入
る
前
に
、
篇
目
の
名
称
と
分
類
の
方
法
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

(
l
)
篇
目
の
検
討
と
分
類
の
方
法

李
眸
光
が
ど
の
よ
う
な
動
機
か
ら
『
芝
峯
類
説
』
を
著
述
し
た
の
か
、
書
中
の
文
言
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
前
述

し
た
よ
う
に
、
当
時
中
国
で
刊
行
さ
れ
て
い
た
類
書
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
『
芝
峯
類
説
』

の
篇
目
と
明
代
刊
行
類
書
の
篇
目
に
は
、
相
似
す
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
世
界
地
理
に
関
す
る
篇
目
の
名
称
で
は
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
例
え
ば
、
『
芝
峯
類
説
』
の
叙
述
に
際
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
『
三
才
圏
會
』
の
場
合
に

は
、
「
地
理
」
篇
（
全
十
六
巻
）
の
巻
―
―
―
一
に
世
界
地
理
に
関
す
る
記
述
が
見
え
、
各
地
域
の
国
や
民
族
を
「
東
夷
」
、
「
西
夷
」
、
「
南

夷
」
、
「
北
夷
」
、
「
東
南
夷
」
、
「
西
南
夷
」
、
「
東
北
夷
」
、
「
西
北
夷
」
の
各
条
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
分
類
の
方
法
は
、
中
国

を
中
心
と
し
て
周
囲
に
「
四
夷
」
の
国
々
や
異
民
族
を
配
す
る
伝
統
的
な
区
分
で
あ
り
、
何
ら
目
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
さ
ら
に

は
、
『
三
才
園
會
』
「
地
理
」
篇
、
巻
一
三
の
各
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
国
名
は
、
明
代
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
正
史
や
地
理
書
に
散
見

鮮

学

四
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こ
の
よ
う
に

四

す
る
現
存
、
或
い
は
架
空
の
国
名
等
を
網
羅
的
に
配
し
て
説
明
し
て
い
る
だ
け
で
、
著
者
王
折
の
同
時
代
に
得
ら
れ
た
地
理
的
新
知

(15) 

見
に
つ
い
て
は
、
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
盛
り
込
ん
で
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
『
芝
峯
類
説
』
の
場
合
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
地
理
に
関
連
し
た
記
事
は
、
『
芝
峯
類
説
』
全
篇
に
散
見
さ
れ
る
も
の

の
（
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
述
）
、
李
眸
光
が
考
え
た
空
間
と
し
て
の
「
世
界
」
は
、
巻
二
「
諸
国
部
」
に
ほ
ぼ
出
尽
く
し
て
い
る

と
見
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
「
諸
国
部
」
は
、
「
本
国
」
、
「
外
国
」
、
「
北
虜
」
、
「
国
都
」
、
「
郡
邑
」
、
「
風
俗
」
、
「
道
路
」
の
各
条
に
分

か
れ
て
お
り
、
中
で
も
、
世
界
地
理
に
関
す
る
も
の
は
、
「
本
国
」
、
「
外
国
」
、
「
北
虜
」
の
三
条
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
本
国
」
条
で

は
、
朝
鮮
半
島
の
歴
史
を
述
べ
、
「
外
国
」
条
で
は
、
「
安
南
国
」
か
ら
「
西
域
国
」
ま
で
の
李
眸
光
が
考
え
た
「
世
界
」
の
国
々
、

(16) 

そ
し
て
「
北
虜
」
は
、
朝
鮮
と
北
の
国
境
で
接
す
る
地
域
の
国
や
民
族
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
李
眸
光
が
考

え
て
い
た
「
世
界
」
と
は
、
本
国
の
朝
鮮
と
「
外
国
」
の
二
つ
の
区
分
が
あ
る
だ
け
で
、
「
四
夷
」
に
基
づ
い
て
国
々
を
分
類
し
よ
う

と
す
る
意
識
は
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。

さ
ら
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
「
外
国
」
の
条
で
は
諸
文
献
に
基
づ
い
て
国
々
を
紹
介
し
な
が
ら
も
、
李
眸
光
の
同
時
代
に
生
起
し

た
「
事
件
」
等
と
も
関
連
さ
せ
て
、
地
理
的
新
知
見
ま
で
を
も
叙
述
し
て
い
る
こ
と
が
、
『
芝
峯
類
説
』
の
持
つ
大
き
な
特
徴
で
あ

る
。
そ
れ
で
は
、
李
眸
光
は
、
「
外
国
」
を
ど
の
よ
う
な
基
準
で
分
類
し
、
叙
述
し
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
に
、
次
に
『
芝
峯
類
説
』
、
「
外
国
」
条
の
構
成
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

『
芝
峯
類
説
』
巻
二
、
「
諸
国
部
」
、
「
外
国
」
条
は
、
合
計
五
十
段
落
（
項
目
）
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
区
分
の
仕
方
は
統

一
性
に
欠
け
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
段
落
の
最
初
に
国
名
を
記
し
て
、
そ
の
段
落
全
て
を
一
国
の
説
明
に
あ
て
る
場
合
も
あ
れ
ば
、

―
つ
の
段
落
中
に
二
個
以
上
の
国
名
を
記
し
て
そ
れ
ら
を
説
明
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
段
落
の
最
初
に
史
料
名
を
挙
げ
て
、

そ
の
史
料
に
基
づ
い
て
複
数
の
国
々
を
説
明
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
日
本
」
の
場
合
の
よ
う
に
、
そ
の
説
明
だ
け
で

(17) 

十
一
段
落
も
費
や
し
て
い
る
例
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
外
国
」
条
の
全
五
十
段
落
は
、
叙
述
形
式
の
面
で
統
一
性
に



欠
け
て
い
る
。

し
か
し
、
「
外
国
」
条
の
各
段
落
に
お
け
る
叙
述
形
式
に
は
、
統
一
性
が
欠
け
て
い
る
も
の
の
、
李
眸
光
が
国
々
を
述
べ
る
際
に
、

ど
の
国
に
つ
い
て
も
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
典
拠
を
明
示
し
て
叙
述
し
て
い
る
点
が
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
つ
ま
り
端
的
に
言
え

ば
、
李
眸
光
が
「
外
国
」
条
で
取
り
上
げ
た
国
々
は
、
ど
れ
―
つ
を
と
っ
て
も
、
何
ら
か
の
史
料
的
根
拠
や
見
聞
に
基
づ
い
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
李
悴
光
が
想
像
を
た
く
ま
し
く
し
て
、
空
想
的
に
叙
述
し
た
国
は
―
つ
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意

味
か
ら
す
れ
ば
、
李
眸
光
は
当
時
朝
鮮
で
流
布
し
て
い
た
多
く
の
書
籍
や
伝
聞
を
も
と
に
し
て
世
界
地
理
観
を
形
作
っ
て
い
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
李
眸
光
は
、
「
外
国
」
条
で
国
々
を
取
り
上
げ
る
際
に
、
お
よ
そ
三
種
類
の
根
拠
に
基
づ
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
は
、
中
国
明
代
の
編
年
史
『
吾
學
編
』
の
記
事
を
利
用
し
て
国
々
を
解
説
し
た
も
の
。
第
二
は
、
中
国
の
正
史
等
に
よ
っ
て
、

国
々
の
存
在
を
指
摘
し
、
さ
ら
に
は
説
明
を
加
え
た
も
の
。
そ
し
て
第
三
は
、
李
眸
光
自
ら
が
直
接
体
験
し
た
こ
と
や
見
聞
に
某
づ

い
て
国
情
の
説
明
を
行
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
て
、
ま
ず
始
め
に
李
眸
光
が
『
吾
學
編
』
に
基
づ
い
て
紹
介
し
た
国
々
に
つ
い
て
見
て
い
き
た
い
。

(
2
)
『
吾
學
編
』
に
よ
る
分
類

前
述
し
た
よ
う
に
、
「
外
国
」
条
は
、
全
て
五
十
段
落
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
第
一
段
落
の
「
安
南
国
」
か
ら
第
三
十

六
段
落
の
「
亦
思
把
竿
•
阿
速
」
ま
で
の
三
十
六
ヵ
国
が
―
つ
の
ま
と
ま
り
を
持
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
部
分
は
、
李
眸

光
が
第
三
十
六
段
落
の
文
中
で
「
以
上
の
諸
国
は
『
吾
學
編
』
等
の
書
に
出
づ
」
と
明
確
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
段
落
に
よ
っ
て

多
少
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
よ
そ
『
吾
學
編
』
に
基
づ
い
て
国
々
を
叙
述
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
吾
學
編
』
と
は
、
明
の
鄭
暁
が
隆
慶
元
(
-
五
六
七
）
年
に
編
纂
し
た
全
六
十
九
巻
か
ら
成
る
も
の
で
あ
り
、

朝
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四

内
容
は
、
「
皇
明
大
政
記
」
や
「
同
姓
諸
王
表
伝
」
等
の
十
四
の
篇
目
を
立
て
、
明
の
洪
武
年
間
(
-
三
六
八
＼
九
八
年
）
か
ら
正
徳

年
間
(
-
五

0
六

s-―
一
年
）
ま
で
の
主
に
政
治
的
事
柄
を
ま
と
め
た
編
年
史
で
あ
る
。
し
か
し
、
十
四
篇
の
中
に
は
、
「
天
文
述
」
、

「
地
理
述
」
、
「
皇
明
四
夷
考
」
、
「
北
虜
考
」
等
を
含
み
、
そ
の
中
で
も
、
李
眸
光
が
参
考
に
し
た
の
は
、
第
一
―
十
ニ
・
ニ
十
三
冊
の

(18) 

「
皇
明
四
夷
考
」
（
以
下
、
「
四
夷
考
」
と
略
記
す
る
）
で
あ
っ
た
。
李
眸
光
が
、
な
ぜ
『
吾
學
編
』
の
「
四
夷
考
」
を
信
頼
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
で
取
り
上
げ
て
い
る
国
の
数
が
、
『
大
明
一
統
志
』
（
『
芝
峯

類
説
』
で
は
『
大
明
一
統
志
」
も
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
）
等
の
地
理
書
に
比
較
し
て
多
い
と
い
う
理
由
や
、
さ
ら
に
は
、
「
四
夷

考
」
で
は
中
国
へ
の
入
貢
の
史
実
等
を
も
明
記
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
実
在
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
た
た
め
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
先
ず
始
め
に
、
「
四
夷
考
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
国
々
を
配
列
順
に
記
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
な
お
、
国
名
の
前
の

O

内
の
番
号
は
、
『
芝
峯
類
説
」
、
「
外
国
」
条
の
段
落
の
番
号
と
そ
こ
で
説
明
さ
れ
て
い
る
国
を
示
す
。
ま
た
、
傍
線
が
付
さ
れ
て
い
る

国
は
、
「
外
国
」
条
の
第
三
十
六
段
落
目
の
中
で
国
名
だ
け
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
示
す
。

[
上
巻
]

①
安
南
、
冗
良
吟
、
朝
鮮
、
②
琉
球
、
女
直
、
③
三
佛
齊
、
④
占
城
、
⑥

S
⑯
日
本
、
⑱

S
⑲
員
朦
、
⑤
退
羅
、
蘇
門
答
剌
、
⑳

爪
畦
、

[
下
巻
]

⑳
古
佳
、
浮
泥
、
⑫
満
刺
加
、
⑳
榜
葛
剌
、
⑳
錫
蘭
山
、
蘇
禄
、
何
枝
、
③
祖
法
兒
、
⑮
溜
山
、
南
泥
里
、
黎
伐
、
恰
密
、
赤

斤
蒙
古
、
安
定
阿
端
、
曲
先
、
宰
東
、
⑳
撤
馬
兒
宰
、
⑰
天
方
、
迭
里
、
⑳
渇
石
、
養
夷
、
逹
失
干
、
卜
花
兒
、
⑳
土
魯
番
、

⑳
黒
婁
、
璧
澤
、
⑳
吟
烈
‘
黙
徳
那
、
俺
都
淮
、
八
剌
黒
、
⑫

r閾
、
⑬
火
州
、
別
失
八
里
、
⑳
魯
陳
、
沙
鹿
海
牙
、
賽
藍
、

朝
鮮
儒
学
者
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の
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吟
失
吟
力
、
亦
刀
把
力
、
阿
丹
、
白
葛
逹
、
呵
畦
、
瑣
里
、
西
洋
瑣
里
、
影
亨
、
百
花
、
婆
羅
、
阿
魯
、
小
葛
蘭
、
彿
株
、
古

里
班
卒
、

11、
合
猫
里
、
喋
里
、
打
回
、
日
羅
夏
治
、
忽
魯
母
恩
、
⑮
忽
魯
誤
斯
、
甘
巴
里
、
麻
林
、
古
麻
剌
、
沼
納
模
兒
、

加
異
勒
、
吃
力
麻
兒
、
失
剌
思
、
納
失
者
竿
、
⑯
亦
思
把
竿
甘
、
白
松
虎
兒
、
答
兒
密
、
淡
巴
、
甘
把
里
、
黒
葛
達
、
敏
真
誠
、

八
答
黒
商
、
覧
邦
、
火
刺
札
、
討
来
思
、
⑯
阿
速
、
沙
暗
魯
、
西
番
、
腱
鞘

※
な
お
、
「
外
国
」
条
の
第
十
七
段
落
に
あ
る
「
毛
人
国
」
等
は
「
四
夷
考
」
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
第
十
七
段
落
の
国
々
は
、

第
六
か
ら
第
十
六
段
落
の
「
日
本
」
と
共
に
考
察
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
『
芝
峯
類
説
』
、
「
外
国
」
条
の
第
一
段
落
か
ら
第
三
十
六
段
落
ま
で
に
取
り
上
げ
て
い
る
国
々
を
段
落
順
に
示
し
、
さ
ら
に

は
そ
の
国
が
ど
の
よ
う
な
史
料
に
基
づ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
の
か
、
李
眸
光
自
身
が
参
考
に
し
た
と
直
接
述
べ
る
そ
の
典
拠
を
も

表
中
に
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
表
I
参
照
）
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
四
夷
考
」
「
安
南
」
か
ら
「
轄
鞄
」
ま
で
九
十
二
の
「
四
夷
」
を
取
り
上
げ
、
『
芝
峯
類
説
』
の
「
外

国
」
条
で
は
、
三
十
六
ヵ
国
（
こ
の
中
に
は
第
三
十
六
段
落
の
国
名
だ
け
を
記
す
注
箪
國
以
降
の
六
ヵ
国
は
合
ま
ず
）
を
取
り
上
げ

て
い
る
と
い
う
数
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
李
眸
光
が
「
外
国
」
条
を
叙
述
す
る
に
際
し
て
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
の
配
列
順
を

ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
「
外
国
」
条
の
三
十
六
の
国
々
は
、
一
部
を
除
い
て
、
そ
の
大

部
分
が
「
四
夷
考
」
を
典
拠
に
説
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
李
眸
光
が
「
外
国
」
条
を
叙
述
す
る
際
に
、
ど
の
程
度
「
四
夷
考
」
を
参
考
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

述
べ
れ
ば
、
「
四
夷
考
」
の
参
照
の
仕
方
に
は
、
お
よ
そ
三
つ
の
方
法
を
と
っ
て
い
た
（
日
本
は
例
外
）
。
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第
一
の
方
法
は
、
「
四
夷
考
」
に
掲
載
す
る
文
言
を
そ
の
ま
ま

「
外
国
」
条
、
第
二
十
一
段
落
「
古
但
大
国
」
の
全
文
は
、

（表 I)

古
但
大
國
、
西
洋
諸
番
之
會
、
去
中
國
十
萬
里
、
王
好
浮
屠
、
敬
象
牛
、
老
不
簿
子
偲
外
孫
、
否
則
偲
弟
、
無
外
孫
弟
、
偲
善

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

四
五

「外国」条に転載するものである。例えば、『芝峯類説』、

段 落 国 名 出 典

I 安南国 『吾學編』・『事文玉屑』

2 琉球国 『吾學編』他

3 三佛齊 『吾學編』・『宛委餘編』

祖法兒国

4 占城 『吾學編』

5 退羅国 『吾學編』・其国『地圏』

6~16 日本 『吾學編』・『漢書』・『後漠書』他

17 毛人国 『山海経』・『事文玉屑』

女国

夜叉国

流鬼国

18~19 惧臓国 『吾學編』・『風土記』・『小説』

20 爪畦 『吾學編』・『唐史』

21 古里大国 『吾學編』

22 涵剌加 『吾學編』

23 榜葛剌 『吾學編』

24 錫蘭山 『吾學編』

25 溜山 『吾學編』・『韻府』・『晋書』・『績仙催』

26 撤馬兒宰 『吾學編』

27 天方 『吾學編』・『仏書』

28 渇石 『吾學編』•他

29 士魯番 『吾學編』

30 黒婁 『吾學編』

31 吟烈 『吾學編』

32 干閻大国 『吾學編』

33 火州 『吾學編』・『宋史』・『史記』・『苓参詩』

34 魯陳 『吾學編』

35 忽魯膜斯 『吾學編』・『韓詩』

36 亦思把竿 『吾學編』

阿速

注輩国 『宋史』

西番・影亨・ 『吾學編』

呂宋・阿魯・

甘巴里



行
人
、
俗
尚
信
義
、
行
者
譲
路
、
道
不
拾
遺
、
以
萌
蓋
為
築
器
、
蓋
海
中
絶
國
而
有
上
古
三
代
之
風
、
可
尚
也
、

と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
下
巻
、
「
古
佳
」

（
前
略
）
古
佳
大
國
、
西
洋
諸
番
之
會
、
去
中
國
十
萬
里
、
西
瀕
海
南
距
祠
枝
、
（
中
略
）
王
好
浮
屠
、
敬
象
牛
、
老
不
傭
子
博

外
孫
、
否
則
博
弟
、
無
外
孫
弟
、
傭
善
行
人
、
族
類
分
五
種
、
（
中
略
）
土
宜
菱
多
馬
、
俗
尚
信
義
、
行
者
譲
路
、
道
不
拾
遺

（
中
略
）
以
萌
蓋
為
築
器
、
（
後
略
）

（
傍
線
部
分
は
、
『
芝
峯
類
説
』
、
「
外
国
」
篇
「
古
但
大
国
」
条
と
同
一
の
文
章
）

と
あ
り
、
李
眸
光
が
「
古
但
大
国
」
を
叙
述
す
る
際
に
、
「
四
夷
考
」
の
「
古
佳
」
条
の
全
文
か
ら
、
適
宜
必
要
と
思
わ
れ
る
部
分
を

そ
の
ま
ま
転
載
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
李
眸
光
の
「
古
佳
大
国
」
理
解
は
、
『
吾
學
編
』
の
「
四
夷
考
」
を
通
し
て
形
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
古
佳
大
国
」
の
風
習
に
対
し
て
、
李
眸
光
は
本
文
の
末
尾
に
「
蓋
し
海
中
の
絶
国
に
し
て
上
古

三
代
の
風
あ
り
、
尚
ぶ
可
き
也
」
と
記
し
て
、
評
価
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
李
眸
光
が
国
情
を
叙
述
す
る
際
に
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
転
載
す
る
例
は
、
「
古
佳
大
国
」

に
止
ま
ら
な
い
。
他
に
「
三
佛
齊
」
、
「
占
城
」
、
「
涵
刺
加
」
、
「
榜
募
刺
」
、
「
錫
蘭
山
」
、
「
撤
馬
兒
空
」
、
「
土
魯
番
」
、
「
黒
婁
」
、
「
吟

烈
」
、
「
干
閾
大
国
」
、
「
魯
陳
」
、
「
亦
思
把
竿
」
、
「
阿
速
」
の
全
十
四
ヵ
国
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
十
五
ヵ
国
に
つ
い

て
は
、
「
四
夷
考
」
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
「
外
国
」
条
に
転
載
し
た
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
第
二
の
方
法
は
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
の
文
言
を
中
心
に
説
明
し
な
が
ら
も
、
「
四
夷
考
」
以
外
の
史
書
や
詩
文
集
を
さ
ら

に
引
用
し
て
、
そ
の
国
情
を
よ
り
多
面
的
に
検
討
し
て
い
る
国
々
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
外
国
」
条
、
二
十
段
落
「
爪

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

の
条
は
、
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朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

四
七

爪
畦
、
古
名
闇
婆
、
其
園
富
饒
、
地
廣
人
欄
、
為
東
洋
諸
番
之
雄
、
男
蓬
頭
女
稚
鬱
、
男
必
腰
刀
、
刀
極
精
利
、
刑
無
鞭
朴
、

罪
不
問
軽
重
刃
殺
之
、
尚
気
好
闘
、
顔
色
闘
黒
、
揉
頭
赤
脚
、
飲
食
無
匙
筋
（
「
四
夷
考
」
は
「
筋
」
で
は
な
く
「
箸
」
）
、
唆
蛇

蟻
虫
矧
、
興
犬
同
寝
食
、
不
為
機
也
、
有
水
葬
火
葬
犬
葬
、
惟
死
者
所
欲
‘
按
唐
史
、
南
蟹
靡
國
、
亦
琥
闇
利
婆
、
國
最
富
、

王
居
以
金
為
甍
、
屋
覆
銀
瓦
、
益
是
也
、
（
波
線
部
は
出
典
が
不
明
の
部
分
）

と
な
っ
て
い
る
が
、
引
用
文
の
傍
線
部
分
は
、
『
吾
學
編
」
「
四
夷
考
」
の
「
爪
畦
」
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
文
言
で
あ
り
、
後
半
の

「
按
唐
史
」
以
降
の
文
章
は
、
『
新
唐
書
」
巻
ニ
ニ
ニ
下
、
列
伝
―
四
七
下
「
南
璧
下
」
の
「
靡
」
条
に
見
え
る
文
章
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
李
眸
光
は
、
「
爪
畦
」
を
叙
述
す
る
際
に
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
転
載
す
る
の
み
な
ら
ず
、
『
新
唐
書
』

「
認
」
条
の
文
章
を
援
用
す
る
こ
と
で
、
「
爪
畦
」
の
説
明
を
よ
り
詳
細
に
し
、
さ
ら
に
は
本
文
末
尾
に
「
益
し
是
な
り
」
と
し
て
、

「
爪
畦
」
の
実
在
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
し
て
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
に
止
ま
ら
ず
、
他
書
を
用
い
て
、
よ
り
詳
し
く
叙
述
し
て
い
る
国
は
、
「
爪
畦
」
以
外
に
、

「
祖
法
見
匹
‘
「
晨
鷹
饗
‘
「
躙
皿
」
、
元
胴
」
、
「
庫
網
」
、
元
叩
」
、
「
忽
魯
瓢
餌
」
等
、
都
合
八
ヵ
国
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

第
一
―
一
の
方
法
は
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
の
文
章
以
外
に
、
李
眸
光
自
ら
の
体
験
や
見
聞
を
加
え
て
叙
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
国
は
、
「
安
南
国
」
、
「
琉
球
国
」
、
「
退
羅
国
」
が
該
当
す
る
。
こ
れ
ら
三
ヵ
国
は
、
前
項

で
述
べ
た
よ
う
に
、
宣
祖
三
十
年
と
光
海
君
三
年
に
、
李
眸
光
が
中
国
へ
使
行
し
た
際
に
、
北
京
で
問
答
を
交
わ
し
た
外
国
使
臣
の

出
身
の
国
々
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
三
ヵ
国
は
、
「
四
夷
考
」
や
他
の
中
国
の
文
献
だ
け
で
な
く
、
李
眸
光
が
直
接
得
た
情
報
を

も
活
用
し
て
叙
述
し
て
い
る
国
々
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

畦
」
の
全
文
は
、



例
え
ば
「
安
南
国
」

安
南
國
在
中
國
西
南
、
距
北
京
一
萬
三
千
里
、
秦
為
象
郡
漢
置
交
趾
郡
、
至
五
代
末
、
黎
桓
始
僭
王
琥
、
皇
明
永
楽
時
、
平
定

其
地
、
東
西
一
千
七
百
里
、
南
北
二
千
八
百
里
、
後
復
叛
、
嘉
靖
初
、
以
葵
登
庸
纂
試
不
許
封
王
、
梱
安
南
都
統
使
、
然
猶
自

帝
其
國
、
按
事
文
玉
屑
云
、
交
趾
國
一
名
安
南
乃
弧
犬
之
遺
種
其
性
姦
猾
剪
髪
銑
足
官
目
、
昂
暖
極
醜
悪
廣
人
稲
為
夷
鬼
貌
類

人
者
、
乃
馬
援
兵
之
遺
種
也
、
又
老
撻
國
在
安
南
西
南
、
古
越
裳
之
國
、
或
日
即
哀
牢
國
也
、
吾
學
編
曰
、
其
俗
夷
獄
雑
居
、
ー

不
知
麿
義

7

I

廣
憚
喜
闘
＼
ー
唯
罐
演
人
淳
秀
好
學
｀
＇
其
訓
間
佛
跡
句
漏
富
良
江
最
為
大
、
ー
有
越
五
城
天
使
館
浪
泊
柱
"
_
産
金
珠
諸

香
犀
象
児
獨
狸
彿
彿
白
雉
翡
翠
波
羅
蜜
、
余
赴
京
再
遇
其
國
使
臣
、
涅
歯
被
髪
、
頗
解
文
字
、
言
語
用
合
口
聟
、
所
謂
官
目
昂

暖
似
突
、
但
皆
被
髪
、
輿
古
剪
髪
異
突
、

引
用
文
に
お
け
る
波
線
部
分
は
、
安
南
の
方
位
と
面
積
、
歴
史
を
概
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。

推
測
す
る
に
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
の
「
安
南
」
条
に
同
様
の
記
事
が
見
え
、
さ
ら
に
は
李
眸
光
が
安
南
使
臣
と
交
わ
し
た
問
答

集
に
同
様
の
文
章
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
自
ら
の
見
聞
や
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
等
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え

(26) 

ら
れ
る
。
ま
た
傍
線
部
分
は
、
李
眸
光
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
事
文
玉
屑
』
巻
七
、
「
地
理
部
」
、
「
夷
国
」
条
の
「
安
南
国
」
の
項

(27) 

目
か
ら
文
章
を
引
用
し
、
点
線
部
は
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
の
「
安
南
国
」
か
ら
適
宜
文
言
を
転
載
し
て
安
南
の
風
俗
等
を
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
、
李
眸
光
は
本
文
末
尾
で
、
「
余
京
に
赴
き
、
再
び
そ
の
国
の
使
臣
に
遇
す
る
も
、
涅
歯
被
髪
し
て
、
頗
る
文
字
を
解

す
る
も
、
言
語
は
合
口
聟
を
用
う
、
所
謂
官
目
昂
暖
に
似
た
り
、
但
し
皆
被
髪
し
、
古
の
剪
髪
と
異
な
る
」
と
述
べ
て
、
彼
ら
の
言

語
や
身
な
り
に
つ
い
て
、
李
眸
光
が
北
京
で
見
聞
し
た
こ
と
を
付
け
加
え
て
、
安
南
国
の
実
像
を
よ
り
立
体
的
に
描
写
し
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

の
場
合
は
、
そ
の
全
文
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
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ま
た

「
琉
球
国
」
を
説
明
す
る
文
章
は
、
「
安
南
国
」
の
場
合
と
同
様
に
、
そ
の
大
部
分
が
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
の
「
琉
球
」

条
に
あ
る
文
言
の
転
載
で
あ
る
が
、
本
文
末
尾
で
「
韓
昌
黎
」
が
「
鄭
尚
書
」
に
送
っ
た
序
文
に
あ
る
「
流
求
」
が
「
琉
球
国
」
に

比
定
出
来
る
と
し
、
さ
ら
に
は
伝
聞
と
断
り
な
が
ら
も
「
琉
球
は
済
州
島
の
南
に
あ
り
、
晴
日
に
は
済
州
島
よ
り
望
見
す
」
と
し
て
、

琉
球
国
の
位
置
に
つ
い
て
「
盛
し
海
路
遠
か
ら
ざ
る
の
み
」
と
結
論
付
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
琉
球
国
」
の
場
合
も
「
安
南
国
」
と
同
様
に
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
を
利
用
し
て
叙
述
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
が
、
そ
の
際
に
李
眸
光
は
、
光
海
君
三
年
の
時
に
琉
球
同
の
使
臣
と
交
わ
し
た
問
答
等
を
全
く
利
用
せ
ず
、
琉
球
の
方
角
と
朝

(28) 

鮮
と
の
距
離
を
記
す
だ
け
で
あ
っ
た
。

続
い
て
「
遥
羅
国
」
の
場
合
は
、
そ
の
大
部
分
が
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
の
「
逼
羅
」
条
か
ら
の
転
載
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
文

末
尾
で
「
余
嘗
て
赴
京
し
、
逼
羅
国
の
地
図
を
見
る
に
、
龍
牙
山
あ
り
て
海
中
に
横
赦
す
、
中
闘
き
て
門
を
為
し
、
形
勢
甚
だ
異
な

り
」
と
し
て
、
「
逼
羅
国
」
の
地
理
に
関
す
る
特
異
な
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
「
遥
羅
国
」
の
風
俗
に
つ
い
て
「
そ
の
人

は
髪
を
結
ば
ず
面
は
漆
黒
、
左
柾
銑
足
し
、
飲
食
に
手
を
以
て
し
、
天
朝
の
文
字
を
識
ら
ず
、
盛
し
冠
帯
の
国
に
非
ざ
る
な
り
」
と

結
論
付
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
逼
羅
国
」
の
風
俗
に
つ
い
て
は
、
既
に
李
眸
光
が
北
京
で
逼
羅
国
使
臣
と
問
答
を
交
わ
し
た
際
に

(29) 

得
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
李
眸
光
が
自
ら
の
見
聞
に
基
づ
い
て
国
々
を
叙
述
す
る
場
合
に
は
、
儒
教
儀
礼
の
観
点
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
国
を
評
価

し
て
い
る
の
が
特
徴
と
言
え
よ
う
。
特
に
、
天
朝
の
冠
服
を
着
用
し
て
い
る
琉
球
の
使
臣
と
問
答
を
交
わ
し
た
李
眸
光
に
と
っ
て
、

「
琉
球
国
」
は
衣
冠
束
帯
の
国
で
あ
り
、
中
傷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
、
李
辟
光
は
「
琉

球
国
」
本
文
の
末
尾
で
自
ら
そ
の
風
俗
に
つ
い
て
記
す
こ
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
反
し
て
、
剪
髪
銑
足
（
冠

を
つ
け
ず
靴
も
履
か
な
い
野
卑
を
意
味
す
る
）
し
て
い
る
「
安
南
国
」
や
「
逼
羅
国
」
の
使
臣
を
見
た
李
昨
光
に
と
っ
て
は
、
や
は

り
両
国
は
野
蛮
視
す
べ
き
国
々
で
あ
り
、
徹
底
し
た
非
難
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）
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以
上
、
「
外
国
」
条
の
第
一
段
落
か
ら
第
三
十
六
段
落
ま
で
の
内
容
に
つ
い
て
見
て
き
た
。
そ
こ
で
は
一
部
に
李
眸
光
自
身
の
見
聞

や
伝
聞
、
或
い
は
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
以
外
の
書
籍
に
基
づ
い
て
説
明
を
加
え
て
い
る
も
の
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
大
部
分
は
、
「
四

夷
考
」
の
文
言
を
転
載
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
第
一
段
落
か
ら
第
三
十
六
段
落
ま
で
に
登

場
し
た
国
々
に
関
す
る
李
眸
光
の
理
解
は
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
国
々
の

地
理
的
位
置
に
つ
い
て
も
、
中
国
と
地
続
き
の
西
域
や
、
中
国
と
は
海
に
よ
っ
て
隔
た
る
東
海
・
南
海
・
西
南
海
に
あ
る
国
々
と
理

解
し
て
い
た
。
い
わ
ば
、
李
眸
光
が
実
在
す
る
と
考
え
て
い
た
国
々
の
位
置
は
、
『
三
才
圏
會
』
や
当
時
の
中
国
地
理
書
等
に
挿
入
さ

れ
て
い
る
地
図
に
見
え
る
国
々
と
、
そ
の
地
理
的
範
囲
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
「
外
国
」
条
の
第
一
段
落
か
ら
第
一
二
十
六
段
落
ま
で
に
取
り
上
げ
た
三
十
六
の
国
々
は
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
に

基
づ
い
て
叙
述
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
李
昨
光
が
「
四
夷
考
」
に
記
載
す
る
九
十
二
の
国
々
の
中
か
ら
、

ど
の
よ
う
な
基
準
に
基
づ
い
て
三
十
六
ヵ
国
を
選
び
叙
述
し
た
の
か
、
そ
の
選
択
の
基
準
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
出
来

な
い
。

(30) 

と
こ
ろ
で
、
李
眸
光
は
「
外
国
」
条
の
第
三
十
六
段
落
本
文
末
尾
で
、
『
宋
史
』
に
記
載
す
る
「
注
輩
國
」
取
り
上
げ
て
、
「
此
の

外
に
、
西
番
や
海
外
の
小
国
は
、
影
亨
、
呂
宋
、
阿
魯
、
甘
巴
利
等
の
国
の
如
き
、
悉
く
録
す
る
能
わ
ず
、
其
の
中
華
に
通
ぜ
ず
載

籍
に
入
ら
ざ
る
者
ま
た
何
ぞ
限
ら
ん
や
」
と
し
て
、
李
眸
光
は
自
ら
の
見
聞
も
含
め
て
、
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
等
の
書
籍
を
通
じ

て
、
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
国
は
、
限
り
は
な
い
の
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
李
眸
光
は
、
見
聞
や
伝
聞
、

或
い
は
『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
等
の
書
籍
で
存
在
の
確
認
で
き
る
国
だ
け
で
は
満
足
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
続

い
て
李
眸
光
は
、
主
に
中
国
の
正
史
を
用
い
て
、
そ
れ
以
外
の
国
々
を
紹
介
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）
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(
3
)
中
国
正
史
に
よ
る
分
類

李
眸
光
が
主
に
中
国
の
正
史
等
に
よ
っ
て
国
々
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
は
、
「
外
国
」
条
の
第
三
十
七
段
落
か
ら
第
四
十
三
段
落
ま

で
の
都
合
七
段
落
で
あ
る
（
第
四
十
一
•
四
十
三
段
落
は
異
な
る
）
。

例
え
ば
、
第
三
十
七
段
落
の
全
文
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

五
代
史
、
西
域
五
慮
地
、
無
水
而
常
寒
多
雪
、
毎
天
暖
雪
消
、
乃
得
水
、
又
仲
雲
界
無
水
、
堀
地
得
混
沙
、
人
置
之
胸
以
止
渇
、

又
吾
學
編
、
西
域
大
沙
河
可
二
百
里
、
無
水
、
即
有
水
人
不
可
飲
、
飲
牛
馬
輛
死
、
討
来
思
在
海
中
、
山
下
有
水
、
赤
色
如
火

燃
‘
亦
異
哉
、

文
中
の
傍
線
部
分
は
、
李
眸
光
が
出
典
を
「
五
代
史
」
と
す
る
如
く
、
『
新
五
代
史
』
巻
七
四
、
「
四
夷
附
録
第
三
」
の
「

r閾」

条
の
一
部
を
要
約
し
た
り
、
或
い
は
そ
の
文
言
を
転
載
し
て
、
「
五
慮
」
と
「
仲
雲
」
の
地
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
波
線

部
分
は
、
『
吾
學
編
』
一
四
夷
考
」
の
「
魯
陳
」
条
を
要
約
し
て
「
大
沙
河
」
を
説
明
し
、
同
書
「
四
夷
考
」
の
「
討
来
思
l

条
か
ら

文
章
を
転
載
し
て
、
「
討
来
思
」
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

同
様
に
第
三
十
八
段
落
で
は
、
「
粛
恨
」
、
「
寇
漫
汗
国
」
、
「
袢
離
国
」
、
「
養
雲
国
」
、
「
一
群
国
」
、
「
莫
汗
」
等
の
主
に
中
国
東
北
地

域
以
北
の
一
連
の
国
々
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
李
眸
光
が
文
中
で
指
摘
す
る
如
く
、
『
晋
書
』
巻
九
七
、
列
伝
巻
六
七
「
四

夷
」
の
「
粛
懺
」
条
か
ら
転
載
し
た
文
章
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
第
三
十
九
段
落
も
「
契
丹
」
、
「
狗
国
」
、
「
機
却
子
」
等
の
中
国
東
北
地
域
以
北
の
国
を
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
李
眸
光
が

(31) 

明
記
し
て
い
る
よ
う
に
「
五
代
史
」
か
ら
の
転
載
に
終
始
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
李
眸
光
は
、
第
三
十
八
•
三
十
九
の
二
段
落
に

わ
た
っ
て
中
国
東
北
地
域
以
北
の
国
々
や
民
族
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
典
拠
と
し
た
の
は
中
国
の
正
史
で
あ
る
『
晋
書
」
と

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）
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（図II) 『三才園會』（人物十二巻）所収の「狗国人」の挿絵と記事

『
新
五
代
史
』
で
あ
っ
た
。
ま
た
李
眸
光
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
か
ら

さ
ら
に
北
方
の
地
域
に
つ
い
て
は
「
余
謂
う
に
、
此
れ
北
荒
外
な

り
、
安
ん
ぞ
知
ら
ん
、
又
世
界
有
り
、
三
才
圏
會
の
記
す
所
の
如

き
か
」
と
し
て
、
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
世
界
が
存
在
す
る
可
能
性
を

陪
示
し
、
た
と
え
そ
の
場
合
で
も
『
三
才
圏
會
』
が
記
す
よ
う
に
、

人
間
の
形
状
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
な
人
々
も
存
在
す
る
か
も
知

れ
な
い
と
し
て
い
る
（
図
II
参
照
、
な
お
、
北
方
地
域
の
こ
と
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
）
。

続
い
て
第
四
十
段
落
で
は
、
『
稗
史
』
を
引
用
し
て
、
西
方
地
域

の
「
回
回
国
」
に
つ
い
て
記
述
し
て
い
る
が
、
段
落
の
末
尾
で
「
余

の
赴
京
の
時
、
其
国
人
を
見
る
に
、
皆
白
布
で
頭
を
纏
う
、
ま
た

詭
な
り
」
と
述
べ
、
何
年
の
使
行
の
時
で
あ
る
か
不
明
で
あ
る
が
、

李
悴
光
は
北
京
で
頭
に
白
布
を
纏
っ
た
「
回
回
国
」
の
人
々
を
見

た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
回
回
国
に
つ
い
て
は
後
述
）
。

第
四
十
一
段
落
で
は
、
出
典
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
日

本
か
ら
遠
く
な
い
と
い
う
「
裸
壌
国
」
を
取
り
上
げ
、
第
四
十
二

段
落
で
は
、
『
漢
書
』
を
引
い
て
、
会
稽
の
東
海
に
住
む
と
い
う

(32) 

「
東
鰈
人
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
次
の
第
四
十
三
段
落

で
は
、
「
西
域
]
の
特
色
に
つ
い
て
述
べ
、
こ
の
地
域
が
霊
異
な
と

五



こ
ろ
で
あ
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
第
一
二
十
七
段
落
か
ら
第
四
十
二
段
落
ま
で
は
、
主
に
中
国
の
正
史
を
用
い
て
、
中
国
の
北
方
と
西
方
地
域
の
国
々

や
民
族
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
、
第
三
十
六
段
落
ま
で
に
お
け
る
国
々
の
叙
述
方
法
と
異
な
り
、
統
一
性
に
欠
け
、
伝
え
よ
う
と

す
る
内
容
の
意
図
が
不
透
明
な
部
分
で
あ
る
。
李
眸
光
が
思
い
出
す
ま
ま
に
叙
述
し
た
部
分
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
敢
え
て
、

第
三
十
六
段
落
ま
で
と
の
相
違
点
を
探
せ
ば
次
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
前
項
で
述
べ
た
第
一
段
落
か
ら
第
三
十
六
段
落
ま
で

の
国
々
は
、
見
聞
な
ど
に
よ
っ
て
李
眸
光
が
直
接
知
る
こ
と
の
出
来
た
国
や
、
中
国
に
朝
貢
な
ど
の
た
め
に
来
訪
し
、
中
国
人
に
そ

の
存
在
が
確
実
に
知
ら
れ
て
い
る
国
々
を
扱
っ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
第
一
二
十
七
段
落
か
ら
第
四
十
一
一
段
落
ま
で
の
国
々
は
、

第
四
十
段
落
の
「
回
回
国
」
を
除
い
て
、
第
一
二
十
六
段
落
ま
で
の
国
々
の
周
囲
に
位
置
す
る
、
い
わ
ば
来
訪
な
ど
の
事
実
に
よ
っ
て

確
認
は
出
来
な
い
も
の
の
、
文
献
か
ら
そ
の
存
在
が
知
れ
る
も
の
を
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
李
眸
光
の
世
界
は
、
こ
れ
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
第
四
十
四
段
落
か
ら
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
々
と
は
逆
に
、

李
眸
光
が
見
聞
に
よ
っ
て
そ
の
国
の
存
在
は
確
認
で
き
る
が
、
中
国
の
史
書
や
地
理
書
等
の
文
献
で
は
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

国
を
彼
は
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

(
4
)
見
聞
に
よ
る
分
類

(a)
佛
浪
機
国

李
眸
光
が
見
聞
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
の
出
来
た
国
が
、
第
四
十
四
段
落
か
ら
四
十
九
段
落
ま
で
続
い
て
い
る
が
（
第
五
十
段
落
は

『
異
聞
志
』
に
基
づ
い
て
さ
ら
に
「
西
域
」
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
見
聞
に
よ
る
分
類
に
は
含
ま
れ
な
い
）
、
こ
の
中
で
第

四
十
四
段
落
の
「
佛
浪
機
国
」
、
第
四
十
五
段
落
の
「
南
番
国
人
」
、
第
四
十
六
段
落
の
「
永
結
利
国
」
、
第
四
十
八
段
落
の
「
欧
羅
巴

国
」
が
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
こ
と
を
朝
鮮
で
初
め
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
注
目
し
て
き
た
。
し
か
し
、
果
た
し
て

朝
鮮
儒
学
者
李
碑
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（図III) 『坤輿萬國全圏』のヨーロッパ

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）李

眸
光
は
、
こ
れ
ら
の
国
々
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
に
実
在
す
る
国
と
認
識
し
て

叙
述
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
全
文
を
掲
げ
て
検
討
を
加

え
て
み
た
い
。

始
め
に
第
四
十
四
段
落
の

う
に
な
る
。

佛
浪
機
國
、
在
逼
羅
西
南
海
中
、
乃
西
洋
大
國
也
、
其
火
器
琥
佛
浪
機
、

今
兵
家
用
之
、
又
西
洋
布
極
軽
細
如
蝉
翼
焉

引
用
文
で
李
眸
光
は
、
「
佛
浪
機
国
」
を
「
逼
羅
」
の
西
南
海
中
に
あ
る
「
西
洋

大
国
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、
ど
こ
か
ら
こ
う
し
た
知
識
を
得
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
「
佛
浪
機
国
」
は
、
現
在
の
ポ
ル
ト
ガ

(33) 

ル
に
あ
た
る
と
し
て
き
た
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
李
眸
光
は
宣
祖
三
十
四
（
一

六

0
三
）
年
に
弘
文
館
で
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
『
坤
輿
萬
國
全
圃
』
を
閲
覧
し

て
い
る
た
め
に
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
現
況
に
つ
い
て
は
充
分
に
認
識

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
暗
黙
の
了
解
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
部
分
（
第
五
•
六
幅
）

を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
（
図

m参
照
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地
名
に
つ
い
て
は
、

『
両
儀
玄
覧
圏
』
も
同
様
で
あ
る
が
、
唯
一
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
地
域
だ
け
は
、
『
坤

「
佛
浪
機
国
」

で
あ
る
。
全
文
を
示
せ
ば
次
の
よ

五
四



輿
萬
國
全
園
』
で
は
、
「
波
爾
杜
瓦
爾
」
と
し
、
『
両
儀
玄
覧
圏
』
で
は
、
一
波
年
杜
局
年
」
と
表
記
す
る
相
違
が
あ
る
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
後
述
）
「
佛
浪
機
国
」
と
記
載
す
る
国
や
地
域
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
坤
輿
萬
國
全
瀾
』
全
幅
を
見
渡
せ
ば
、
「
佛
浪

機
国
」
を
想
定
す
る
よ
う
な
地
名
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

、
、
、

そ
の
―
つ
は
、
『
坤
輿
萬
國
全
瀾
』
の
南
方
に
位
置
す
る
未
知
な
る
大
陸
「
墨
瓦
蝶
泥
加
」
の
図
中
（
第
二
幅
）
に
、
「
彿
郎
幾
国
」

、
、
、

と
記
載
す
る
箇
所
が
あ
る
（
図
IV
参
照
）
。
そ
こ
で
は
「
墨
瓦
蟷
泥
加
、
係
彿
郎
幾
國
人
姓
名
、
前
六
十
年
、
始
過
此
峡
、
井
至
此

地
、
故
欺
邁
巴
士
、
以
其
姓
名
、
名
峡
、
名
海
、
名
地
」
と
あ
り
、
「
墨
瓦
蠍
泥
加
」
と
い
う
地
名
は
、
こ
の
大
陸
と
南
米
の
地
海
を

、
、
、

初
め
て
通
過
し
て
、
こ
の
地
に
至
っ
た
「
彿
郎
幾
国
」
出
身
の
マ
ガ
リ
ャ
ン
イ
ス
に
ち
な
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
と
説
明
し
て
い
る
。

二
つ
目
は
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
と
一
墨
瓦
蠍
泥
加
」
大
陸
と
の
間
に
あ
る
海
洋
上
に
「
佛
郎
幾
商
買
、
駕
船
過
此
海
、
望
見
鵬
鵡
地
、

而
未
就
舶
」
と
記
載
す
る
部
分
が
あ
る
（
図
＞
参
照
）
。

さ
ら
に
一
―
―
つ
目
と
し
て
、
同
図
、
第
二
幅
の
南
太
平
洋
中

に
呉
中
明
の
撰
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
で
一
（
前

略
）
、
利
山
人
（
利
瑞
賓
の
こ
と
ー
筆
者
註
）
自
欺
邁
巴
入
中

国
、
著
山
海
輿
地
全
圏
、
薦
紳
多
博
之
（
中
略
）
恙
其
國
人

及
佛
郎
機
國
人
皆
好
遠
遊
（
後
略
）
」
と
あ
り
、
「
歌
遍
巴
」

の
中
に
「
佛
郎
機
国
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
部

分
が
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
李
眸
光
が
記
載
す
る
「
佛
浪
機
国
」
に

関
連
す
る
漢
字
表
記
を
リ
ッ
チ
の
『
坤
輿
萬
國
全
園
』
か
ら

取
り
出
し
て
み
た
が
、
い
ず
れ
も
一
彿
郎
幾
国
」
、
或
い
は

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

（図IV)『坤輿萬國全圏』の「墨瓦蝋泥峡」

（マゼラン海峡）

五
五



「
佛
郎
機
国
」
と
刻
字
し
て
お
り
、
李
眸
光
の
よ
う
に
「
佛
浪
機

国
」
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

陸大リ
と
こ
ろ
で
、
「
佛
浪
機
国
」
と
い
う
漢
字
表
記
に
関
連
し
て
、

ヵ｝
最
近
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
に
関
す
る
注
目
す
べ
き
研
究
成
果
が

(34) 

発
表
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
一
六

0
二
年
に
刊

の
n"~ 

行
さ
れ
、
そ
の
初
版
と
考
え
ら
れ
て
い
た
現
存
原
刊
本
『
坤
輿

圏全厘
分
萬
國
全
圏
』
（
宮
城
県
図
書
館
、
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
、
京
都
大

萬

端
学
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
の
各
所
蔵
本
）
は
改
訂

輿

部

版
で
あ
り
、
そ
れ
に
先
立
つ
『
坤
輿
萬
國
全
圏
」
の
初
版
が
存

貰

南

在
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
論
拠
と
し
て
示
さ

＞
 

図

れ
た
の
が
、
現
存
原
刊
本
の
五
ヵ
所
に
見
え
る
埋
木
に
よ
る
改

刻
で
あ
り
、
そ
の
―
つ
に
、
本
稿
で
考
察
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
地
域
に
刻
銘
さ
れ
て
い
る
字
句
を
指
摘
し
て
い
る
。

現
存
原
刊
本
で
は
、
同
地
域
を
「
波
爾
杜
瓦
爾
」
と
し
て
い
る
が
、
字
句
改
訂
前
の
初
版
『
坤
輿
萬
國
全
圃
」
で
は
、
「
彿
郎
機
」
と

な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
つ
ま
り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
国
名
に
関
し
て
は
、
初
版
『
坤
輿
萬
國
全
圃
』
で
は
「
彿
郎
機
」
と
し
、

『
両
儀
玄
寛
圏
』
で
は
「
波
が
杜
昂
年
」
と
改
刻
し
、
さ
ら
に
現
存
原
刊
本
の
改
訂
版
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
で
は
「
波
爾
杜
瓦
爾
」
と

し
て
、
三
度
に
わ
た
っ
て
名
称
を
変
更
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
稿
の
主
題
か
ら
述
べ
れ
ば
、
李
眸
光
が
記
す
「
佛
浪
機
国
」
と
い
う
漢
字
表
記
は
、
初
版
、
乃
至
は
改
訂
版

の
『
坤
輿
萬
國
全
圃
』
に
そ
の
出
典
を
求
め
る
べ
き
で
は
な
く
、
他
に
典
拠
を
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
『
坤
輿
萬
國
全

圏
』
に
基
づ
い
た
だ
け
で
は
、
「
佛
浪
機
国
」
の
地
理
的
方
角
や
そ
の
国
情
に
つ
い
て
叙
述
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

五
六



る
。
そ
れ
で
は
、
李
眸
光
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
「
佛
浪
機
国
」
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
こ
の
当
時
、
「
佛
浪
機
国
」
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
既
に
中
国
人
の
間
で
知
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
万
暦
元
(
-
五
七

―
―
-
）
年
に
厳
従
簡
が
著
し
た
地
理
書
『
殊
域
周
杏
録
』
巻
九
に
「
佛
郎
機
」
の
条
が
設
け
ら
れ
て
、
同
国
の
地
理
や
歴
史
に
つ
い
て

(35) 

記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
芝
峯
類
説
』
を
管
見
す
る
限
り
で
は
、
李
眸
光
が
『
殊
域
周
杏
録
』
を
閲
覧
し
た
痕
跡

は
見
え
な
い
。
そ
れ
で
は
、
李
眸
光
は
何
に
よ
っ
て
「
佛
浪
機
国
」
の
存
在
を
知
り
得
た
の
か
。

推
測
す
る
に
、
李
眸
光
が
光
海
君
一
二
年
に
北
京
で
出
会
っ
た
「
逼
羅
国
」
使
臣
の
持
参
し
た
地
図
に
よ
っ
て
、
彼
は
「
佛
浪
機
国
」

の
存
在
を
知
り
得
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
『
芝
峯
先
生
文
集
』
巻
九
、
「
琉
球
使
臣
贈
答
録
」
中
の
「
附
逼
羅
」
条
に
次

の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

逼
羅
國
在
西
南
海
中
、
（
中
略
）
求
見
其
國
地
圏
、
（
中
略
）
最
東
有
琉
球
國
日
本
國
、
西
南
有
佛
浪
機
國
、
即
大
西
洋
也
、

略）

以
上
の
こ
と
か
ら
、
李
悴
光
が
「
佛
浪
機
國
」
の
存
在
を
知
り
得
た
の
は
、
「
逼
羅
園
」
の
地
図
に
基
づ
い
た
も
の
と
見
て
間
違
い

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
時
に
「
佛
浪
機
国
」
の
国
情
に
つ
い
て
は
「
其
火
器
を
佛
浪
機
と
琥
す
、
今
兵
家
は
之
を
用
う
、

又
西
洋
の
布
は
極
め
て
軽
細
に
し
て
蝉
翼
の
如
し
焉
」
と
記
す
部
分
は
、
何
を
典
拠
に
し
て
い
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
李
眸
光
が
「
逼

(36) 

羅
国
」
の
地
図
以
外
に
他
の
情
報
を
持
っ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
李
眸
光
は
、
「
佛
浪
機
国
」
の
地
理
的
位
置
に

つ
い
て
は
、
「
逼
羅
国
」
の
地
図
に
よ
っ
て
、
西
南
の
海
中
に
あ
る
「
大
西
洋
」
の
国
、
或
い
は
「
西
洋
大
国
」
と
認
識
し
た
だ
け

で
、
同
国
の
存
在
を
『
坤
輿
萬
蔵
全
瀾
』
の
記
事
に
触
発
さ
れ
て
叙
述
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

五
七

（後



報
（
第
百
九
十
二
輯
）

(
b
)
南
番
国

続
い
て
第
四
十
五
段
落
に
記
す
「
南
番
国
人
」
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。
先
ず
そ
の
全
文
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

南
番
國
人
、
萬
暦
癸
卯
年
間
、
随
倭
舶
漂
抵
我
境
、
見
其
人
眉
輿
上
睫
通
為
一
、
髯
似
羊
鑽
、
其
率
人
面
漆
黒
、
形
状
尤
醜
怪
、

蕪
海
鬼
類
也
、
言
語
不
通
、
因
倭
繹
問
則
國
在
海
中
、
距
中
國
八
萬
里
、
倭
人
以
地
多
珍
賓
故
往
来
通
商
、
離
本
土
八
年
、
方

到
此
云
、
蓋
絶
國
也
、

こ
の

「
南
番
国
」
と
い
う
国
名
は
、
オ
ラ
ン
ダ
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
で
は
、
同
地
域
を

「
物
斯
法
暑
」
と
記
載
し
て
お
り
、
さ
ら
に
は
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
に
は
「
南
番
国
」
と
記
名
す
る
と
こ
ろ
が
―
つ
も
な
い
。
そ
の
た

め
「
南
番
国
」
も
「
佛
浪
機
国
」
の
場
合
と
同
様
に
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
以
外
の
典
拠
に
基
づ
い
て
叙
述
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
「
南
番
国
」
に
つ
い
て
は
、
引
用
文
に
見
え
る
よ
う
に
、
李
眸
光
自
身
の
伝
聞
に
よ
る
情
報
に
基
づ
い
て
叙
述
し
た
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

引
用
文
に
よ
れ
ば
、
李
眸
光
は
、
万
暦
癸
卯
年
間
（
宣
祖
三
十
六
、
一
六

0
三
）
に
、
朝
鮮
近
海
に
漂
着
し
た
倭
人
船
に
同
乗
す

る
「
南
番
国
人
」
の
伝
聞
を
契
機
に
し
て
「
南
番
国
人
」
を
知
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
宣
祖
三
十
六
年
当
時
の
朝
鮮
は
、
壬
辰
倭
乱
の
直
後
で
も
あ
り
、
未
だ
徳
川
将
軍
と
の
交
流
も
な
け
れ
ば
、
対
馬
と

の
交
易
の
再
開
も
行
わ
れ
て
い
な
い
時
期
で
あ
る
。
ま
た
日
本
国
内
で
は
、
一
六

0
0年
に
豊
後
に
リ
ー
フ
デ
号
が
来
航
し
て
、
少

数
で
は
あ
る
が
オ
ラ
ン
ダ
人
は
滞
在
し
て
い
た
も
の
の
、
両
国
間
の
定
期
的
な
交
易
は
未
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
。
日
本
と
ヴ
ァ
タ
ビ

(38) 

ア
の
オ
ラ
ン
ダ
東
イ
ン
ド
会
社
と
の
交
易
が
正
式
に
開
始
さ
れ
る
の
は
一
六

0
九
年
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
李

眸
光
が
言
う
「
南
番
国
人
」
と
は
、
実
際
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
、
乃
至
は
イ
ス
パ
ニ
ア
人
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ

朝

鮮

学

五
八



る
。
ま
た
、

こ
の

「
南
番
国
人
」
と
い
う
呼
称
そ
の
も
の
自
体
は
、
李
眸
光
が
朝
鮮
の
倭
語
の
訳
官
を
通
じ
て
聞
い
た
も
の
で
あ
る

た
め
、
実
際
は
「
南
番
」
で
は
な
く
「
南
蛮
」
と
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

推
測
す
る
に
、
こ
の
「
倭
舶
」
と
は
、
当
時
の
シ
ナ
海
域
を
往
来
し
た
朱
印
船
で
あ
ろ
う
が
、
風
浪
の
影
響
で
朝
鮮
近
海
に
漂
着

し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
引
用
の
史
料
か
ら
は
、
「
南
番
国
人
」
の
形
状
を
「
眉
と
上
睫
を
通
じ
て
一
と
為
し
、
髯
は
羊
鑽
に
似
た
り
、

其
れ
率
ね
人
面
は
漆
黒
、
形
状
は
尤
も
醜
怪
、
蓋
し
海
鬼
の
類
也
」
と
形
容
し
て
い
る
。
こ
の
「
倭
舶
」
に
は
、
「
倭
人
」
だ
け
で
は

(39) 

な
く
、
少
な
か
ら
ず
異
国
人
が
乗
船
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
引
用
文
に
「
倭
繹
に
因
り
て
問
へ
ば
、
則
ち
国
は
海
中
に
在
り
、
中
国
を
距
る
こ
と
八
万
里
、
倭
人
は
地
に
珍
賓
多
き
を

以
て
、
故
に
往
来
通
商
し
、
本
土
を
離
れ
八
年
に
し
て
、
方
に
此
に
到
る
と
云
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
李
眸
光
の
「
南
番
国
」
理
解

は
、
倭
語
の
訳
官
を
通
じ
て
「
倭
人
」
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
宣
祖
一
二
十
六
年
に
朝
鮮
近
海

に
漂
着
し
た
「
倭
舶
」
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
側
史
料
か
ら
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
李
悴
光
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
か

ら
「
倭
舶
」
漂
着
の
事
実
を
知
り
得
た
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
に
見
る
よ
う
な
宣
祖
三
十
七
年
の
事
件
か
ら
あ
る
程
度

の
推
測
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

李
眸
光
が
、
「
南
番
国
人
」
を
知
っ
た
と
述
べ
る
宣
祖
三
十
六
年
の
翌
年
五
月
に
、
東
南
ア
ジ
ア
地
域
を
出
帆
し
て
日
本
に
向
か
う

予
定
の
朱
印
船
が
、
海
濤
に
遭
遇
し
て
、
朝
鮮
の
海
岸
に
漂
着
す
る
事
件
が
起
き
た
。
出
帆
時
の
総
乗
員
数
は
不
明
で
あ
る
が
、
五

十
余
名
が
生
き
残
り
、
彼
ら
は
七
月
に
現
地
か
ら
漢
城
に
押
送
さ
れ
、
そ
こ
で
取
り
調
べ
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
取
り
調
べ
は
、

備
辺
司
と
礼
曹
が
合
同
で
行
っ
た
が
、
そ
の
記
録
の
一
部
が
、
『
謄
録
類
抄
』
第
十
四
冊
、
「
邊
事
」
、
「
宣
祖
三
十
七
年
」
の
条
に
残
っ

(40) 

て
お
り
、
五
十
余
名
の
出
自
や
、
彼
ら
が
貿
易
に
従
事
し
た
経
緯
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

史
料
に
よ
れ
ば
、
こ
の
五
十
余
名
の
大
部
分
は
、
「
唐
人
」
、
「
倭
人
」
、
「
華
人
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
以
外
の
中
で
二

名
の
者
が
、
本
論
と
の
関
係
で
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
二
名
は
、
取
り
調
べ
の
際
に
、
「
南
蛮
人
」
と
し
て
前
述
の
「
唐
人
」

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）
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や
「
倭
人
」
等
と
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
の
一
人
の
供
述
記
録
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
全
文
を
掲
げ
れ
ば
次
の
よ
う
に

な
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
「
南
蛮
人
」
は
、
供
述
に
際
し
て
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
話
し
た
か
不
明
で
あ
る
が
、
朝
鮮
側
の
倭
語
の

訳
官
は
、
「
南
蛮
人
」
の
訊
問
に
あ
た
り
、
「
倭
人
」
の
漂
流
者
「
久
右
門
」
を
重
訳
者
と
し
て
、
取
り
調
べ
を
行
っ
た
こ
と
が
史
料

か
ら
窺
え
る
。

南
螢
人
供
稲
、
一
名
之
暖
面
弟
愁
、
年
三
十
四
、
所
居
之
國
、
即
賓
東
家
流
、
乃
南
蟹
諸
國
之
一
也
、
其
地
多
産
玉
吊
、
金
銀

至
少
、
素
以
行
商
為
業
、
離
本
國
幾
至
十
五
年
、
往
年
自
甘
門
往
可
普
者
、
因
輿
今
来
華
人
倭
人
等
、
同
船
将
往
日
本
買
賣
、

為
横
風
所
漂
、
到
此
被
付
甘
河
、
即
中
國
地
方
、
而
距
其
所
生
之
國
、
幾
十
八
萬
里
、
順
風
八
、
九
月
可
到
、
而
可
普
者
、
距

甘
河
六
千
里
、
乃
逼
羅
安
南
両
國
之
間
、
而
麗
於
逼
羅
、
華
人
所
供
同
浦
棄
乃
此
也
、
所
率
一
名
、
即
黒
体
國
人
、
乃
所
謂
海

鬼
者
也
、
買
而
為
奴
従
行
云
、

以
上
の
供
述
か
ら
、
こ
の
「
南
蛮
人
」
は
、
名
前
を
「
暖
面
弟
愁
」
と
言
い
、
「
賓
東
家
流
」
、
つ
ま
り
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
出
身
者
で

あ
り
、
さ
ら
に
彼
は
「
黒
人
」
の
奴
隷
を
従
者
と
し
て
同
伴
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宣
祖
三
十
七
年
に

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
朝
鮮
に
漂
着
し
、
朝
鮮
側
か
ら
取
り
調
べ
を
受
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
時
期
に
日
本
側
の
朱
印
船
が
シ

ナ
海
域
を
往
来
し
、
ま
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
や
イ
ス
パ
ニ
ア
の
商
船
が
中
国
と
日
本
の
海
域
を
往
来
し
て
い
た
事
情
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、

宣
祖
三
十
七
年
と
同
様
に
、
同
三
十
六
年
に
お
い
て
も
、
類
似
の
よ
う
な
事
件
が
起
き
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
李
眸
光
が
倭
語
の
訳
官
か
ら
伝
聞
し
た
宣
祖
三
十
六
年
の
「
倭
舶
漂
抵
我
境
」
事
件
と
、
『
謄
録
類
抄
』
第
十
四
冊
、

「
邊
事
」
に
記
載
す
る
宣
祖
三
十
七
年
の
朱
印
船
海
難
事
件
と
は
、
両
史
料
に
見
え
る
中
国
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
間
と
の
距
離
数
や
、
ポ
ル

ト
ガ
ル
人
の
本
国
を
離
れ
て
か
ら
の
年
数
の
相
違
等
か
ら
、
史
料
に
則
し
て
考
え
れ
ば
、
同
一
の
事
件
を
扱
っ
て
い
る
可
能
性
は
少

朝

鮮
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報
（
第
百
九
十
二
輯
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(
C
)

永
結
利
国

次
に
、
第
四
十
六
段
落
で
叙
述
さ
れ
て
い
る

を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

六

(41) 

な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
の
李
眸
光
は
、
宣
祖
三
十
六
年
の
六
月
に
弘
文
館
副
提
学
に
、
八
月
に
は
吏
曹
参
議
に
任
命

さ
れ
、
さ
ら
に
宣
祖
三
十
七
年
の
七
月
に
は
兵
曹
参
議
に
就
任
し
て
い
る
よ
う
に
、
中
央
官
徊
の
要
職
を
歴
任
し
て
い
る
た
め
に
、

(42) 

当
時
、
李
昨
光
が
漢
城
を
訪
れ
た
異
国
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
日
示
人
」
に
関
す
る
情
報
を
知
り
得
る
環
境
に
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
李
眸
光
の
「
南
番
国
」
理
解
に
つ
い
て
は
、
未
だ
不
明
な
部
分
が
あ
る
も
の
の
、
李
眸
光
が
＿
南
番
国
」
を

知
り
得
た
の
は
、
当
時
の
倭
語
の
訳
官
を
通
じ
て
「
倭
人
」
か
ら
得
た
情
報
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

「
永
結
利
国
」
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
始
め
に
第
四
十
六
段
落
の
全
文

永
結
利
國
、
在
極
西
外
洋
、
書
＿
則
極
長
、
夜
継
二
更
、
旋
即
天
明
、
其
俗
惟
喫
変
屑
衣
皮
裟
、
以
舟
為
家
、
四
重
造
船
、
以
鐵

片
周
裏
内
外
、
船
上
建
敷
十
楠
竹
、
船
尾
設
生
風
之
機
、
碇
索
用
鐵
鎖
敷
百
、
湊
合
以
成
、
故
雖
遇
風
濤
不
敗
、
戦
用
大
砲
、

出
没
行
却
、
海
中
諸
國
、
莫
敢
相
抗
、
煩
年
、
自
日
本
漂
到
興
陽
之
境
、
其
船
極
高
大
如
層
楼
大
屋
、
我
軍
捕
戦
不
能
攻
破
、

致
令
脱
去
、
後
問
倭
使
、
知
其
為
永
結
利
人
也
、
按
元
史
、
吉
利
吉
思
、
去
中
國
二
萬
五
千
餘
里
、
書
＿
長
夜
短
、
即
唐
骨
利
幹

國
云
、
結
利
典
吉
利
骨
利
音
相
近
、
疑
即
此
也
、

(43) 

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
＿
永
結
利
国
」
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
該
当
す
る
と
し
て
き
た
が
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
（
図
III
参
照
）
に
は
、
＿
永
結
利
国
」
と
い
う
地
名
は
見
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
李
眸
光
の
＿
永
結
利
国
」
に
関
す
る
知
識
も
、

リ
ッ
チ
の
世
界
図
か
ら
得
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
典
拠
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
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結
論
か
ら
先
に
述
べ
れ
ば
、
李
眸
光
の
「
永
結
利
国
」
に
関
す
る
知
識
は
、
引
用
文
に
「
頃
年
日
本
よ
り
漂
い
興
陽
の
境
に
い
た

る
、
其
の
船
極
め
て
高
大
に
し
て
層
楼
は
大
屋
の
如
し
、
我
が
軍
博
戦
す
る
も
攻
破
す
る
能
わ
ず
、
脱
し
去
ら
し
む
る
に
致
せ
り
、

後
に
倭
使
に
問
い
、
其
の
永
結
利
人
な
る
を
知
れ
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
興
陽
の
近
海
に
来
航
し
た
巨
大
な
船
を

朝
鮮
の
軍
船
が
駆
逐
し
よ
う
と
し
た
が
不
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
巨
大
な
船
は
ほ
ど
な
く
去
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
後
に
訪
朝
し

た
「
倭
使
」
に
、
巨
大
な
船
の
こ
と
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
「
永
結
利
国
」
の
船
で
あ
る
こ
と
を
聞
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
文
に
あ
る
「
頃
年
」
と
は
、
『
芝
峯
類
説
』
刻
版
の
光
海
君
六
年
を
執
筆
時
と
す
れ
ば
、
前
年
の
光
海
君
五
（
一
六
一

三
）
年
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
「
倭
使
」
と
は
、
対
馬
か
ら
釜
山
（
富
山
）
浦
に
来
た
使
者
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
た

め
、
李
昨
光
が
聞
い
た
「
永
結
利
」
と
は
、
対
馬
の
使
者
が
朝
鮮
側
の
倭
訳
に
「
エ
ゲ
レ
ス
」
と
語
っ
た
も
の
を
李
眸
光
が
漢
字
に

書
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
李
眸
光
の
「
永
結
利
国
」
に
関
す
る
知
識
や
認
識
に
つ
い
て
も
「
南
番

国
」
と
同
様
に
、
日
本
人
か
ら
の
伝
聞
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
、
光
海
君
五
年
頃
に
「
永
結
利
国
」
の
船
が
全
羅
南
道
興
陽
の
近
海
に
出
没
し
、
ま
た
そ
の
事
実
を
対
馬
島
人
が
知
っ

て
い
た
と
は
、
当
時
如
何
な
る
事
態
が
朝
鮮
近
海
で
起
き
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
述
し
た
如
く
、
一
六

0
0年
に
豊
後
に
来
航
し
た
リ
ー
フ
デ
号
に
イ
ギ
リ
ス
人
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ア
ダ
ム
ス

(William
A
d
a
m
s
)
 

が
乗
船
し
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
ギ
リ
ス
政
府
も
同
年
に
イ
ギ
リ
ス
東
イ
ン
ド
会
社
を
設
立
し
て
、
一
六

―
一
年
に
東
南
ア
ジ
ア
・
東
ア
ジ
ア
地
域
と
の
交
易
の
機
会
を
窺
う
た
め
に
司
令
官
ジ
ョ
ン
・
セ
ー
リ
ス

(
J
o
h
n

Saris)
等
を
派

遣
し
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
バ
ン
タ
ン
に
到
着
し
た
セ
ー
リ
ス
が
、
同
地
で
日
本
貿
易
を
勧
誘
す
る
ア
ダ
ム

ス
の
書
簡
に
接
し
て
、
一
六
―
―
―
一
年
に
グ
ロ
ー
ブ
号
に
乗
船
し
て
、
同
年
六
月
に
平
戸
に
到
着
し
、
駿
府
で
徳
川
家
康
と
、
江
戸
で

秀
忠
と
謁
見
し
た
こ
と
も
ま
た
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
一
六
一
三
年
と
い
う
年
は
、
英
国
の
正
式
な
外
交
使
節
が
同
国
の
船
に
乗
船

(44) 

し
て
、
日
本
に
来
航
し
た
最
初
の
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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と
こ
ろ
で
、
平
戸
に
来
航
し
た
グ
ロ
ー
ブ
号
は
、
そ
の
後
江
戸
に
東
上
す
る
以
外
は
、
同
地
で
繋
留
さ
れ
、
同
年
十
一
月
に
バ
ン

タ
ン
に
向
け
て
帰
国
の
途
に
就
い
て
い
る
た
め
、
朝
鮮
近
海
を
航
海
し
て
い
る
可
能
性
は
少
な
い
。
そ
の
た
め
、
李
眸
光
が
伝
聞
し

た
船
舶
は
「
永
結
利
国
」
の
船
で
あ
る
可
能
性
は
極
め
て
低
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
年
に
イ
ギ
リ
ス
人
が
朝
鮮
近
海
に
出
没
し

た
可
能
性
も
無
い
こ
と
は
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
セ
ー
リ
ス
は
帰
国
に
際
し
て
、
日
本
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス

(
R
i
c
h
a
r
d
C
o
c
k
s
)

等
六
名
の
イ
ギ
リ
ス
人

を
残
留
さ
せ
て
お
り
、
そ
の
中
の
一
人
、
エ
ド
モ
ン
ド
・
セ
イ
ヤ
ー

(
E
d
o
m
o
n
d
Sairs)

を
し
て
対
馬
に
派
遣
し
て
、
朝
鮮
と
の

貿
易
を
画
策
さ
せ
た
事
実
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
に
、
セ
イ
ヤ
ー
は
対
馬
を
介
し
て
朝
鮮
貿
易
を
模
索
し
た
が
＿
我
等
は
如
何

(45) 

な
る
方
法
に
よ
る
も
、
未
だ
対
馬
よ
り
朝
鮮
に
通
商
す
る
能
は
ず
」
と
し
て
、
対
朝
鮮
貿
易
は
断
念
し
た
よ
う
で
あ
る
。
セ
イ
ヤ
ー

が
朝
鮮
と
の
交
易
の
可
能
性
を
探
る
た
め
に
朝
鮮
に
向
か
っ
た
際
に
、
ど
の
よ
う
な
船
に
乗
船
し
た
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
、
李
眸
光
が
「
永
結
利
国
」
を
叙
述
す
る
際
も
、
そ
の
資
料
的
根
拠
と
し
た
も
の
は
日
本
人
か
ら
の
伝
聞
に
甚
づ
く
も
の

で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
李
眸
光
は
＿
永
結
利
国
」
を
＿
極
西
外
洋
」
に
あ
る
国
（
そ
の
情
報
も
対
馬
島
人
か
ら
で
あ
ろ
う
）
と
認
識
し
て
い
た

と
は
い
え
、
そ
れ
を
更
に
確
実
に
実
在
す
る
国
と
し
て
確
認
す
る
た
め
に
用
い
た
史
料
は
、
中
国
の
正
史
『
元
史
』
で
あ
っ
た
。
前

掲
の
引
用
文
に
あ
る
「
書
＿
は
則
ち
極
め
て
長
く
、
夜
は
わ
ず
か
に
二
更
、
め
ぐ
っ
て
即
ち
天
明
く
、
其
俗
は
惟
だ
変
屑
を
喫
し
、
皮

裟
を
衣
る
」
は
、
『
元
史
』
巻
六
一
―
-
、
志
一
五
、
「
地
理
六
」
、
「
西
北
地
附
録
」
の
条
に
記
載
さ
れ
て
い
る
文
章
か
ら
の
転
載
で
あ
り
、

さ
ら
に
引
用
文
の
末
尾
で
は
、
同
書
、
同
巻
、
同
条
に
基
づ
い
て
、
「
結
利
」
と
「
吉
利
」
、
或
い
は
＿
骨
利
」
の
音
が
近
い
か
ら
と

の
理
由
で
、
＿
永
結
利
国
」
は
中
国
の
西
北
地
域
に
あ
る
＿
吉
利
吉
思
」
、
或
い
は
＿
骨
利
幹
国
」
に
比
定
で
き
る
と
最
終
的
に
結
論

(46) 

付
け
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
李
辟
光
は
、
「
永
結
利
国
」
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
日
本
人
か
ら
得
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
地
理
的
位
置

朝
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や
昼
夜
の
別
に
つ
い
て
は
、
中
国
の
史
書
に
基
づ
い
て
叙
述
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

欧
羅
巴
國
、
亦
名
大
西
國
、
有
利
瑞
賓
者
、
淀
海
八
年
、
越
八
萬
里
風
濤
、
居
東
磨
十
餘
年
、
所
著
天
主
賓
義
二
巻
、
首
論
天

主
始
制
天
地
主
宰
安
養
之
道
、
次
論
人
魂
不
滅
、
大
異
禽
獣
、
次
辮
輪
廻
六
道
之
謬
、
天
堂
地
獄
善
悪
之
報
、
末
論
人
性
本
善

而
敬
奉
天
主
之
意
、
其
俗
謂
君
日
教
化
皇
、
不
婚
要
故
無
襲
嗣
、
欅
賢
而
立
之
、
又
其
俗
重
友
誼
、
不
為
私
蓄
、
著
重
友
論
、

焦
紘
曰
西
域
利
君
以
為
友
者
第
二
我
、
此
言
奇
甚
云
、
事
詳
見
績
耳
讀
、

(47) 

慮
禎
植
氏
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
獣
羅
巴
国
」
は
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
、
「
大
西
国
]
は
イ
タ
リ
ア
に
比
定
で
き
る
と
す
る
が
、

引
用
文
に
「
歌
羅
巴
国
は
、
亦
は
大
西
国
と
名
く
、
利
瑞
賓
な
る
者
有
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
李
眸
光
は
「
大

西
国
」
を
「
歌
羅
巴
国
」
の
別
名
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
る
国
で
あ
る
と
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
図
III
参
照
）
に
は
、
「
獣
遁
巴
」
と
大
書
し
て
は
い
る
も
の
の
、
「
大
西
国
]
と
は
記
名
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
李

眸
光
の
「
歌
羅
巴
国
」
と
「
大
西
国
」
に
関
す
る
知
識
も
『
坤
輿
萬
國
全
瀾
』
以
外
の
史
料
に
よ
っ
て
得
た
こ
と
に
な
る
。

但
し
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
の
第
四
幅
下
部
に
あ
る
「
墨
瓦
蠍
泥
加
」
大
陸
の
余
白
に
利
瑞
賓
の
讃
文
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
欺
遁

巴
人
利
珊
賓
謹
醒
』
と
署
名
さ
れ
、
さ
ら
に
は
同
図
の
第
六
幅
に
あ
る
「
論
地
球
」
か
ら
始
ま
る
「
後
文
」
に
も
「
歌
邁
巴
人
利
瑶

冑
述
]
と
明
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
坤
輿
萬
國
全
圃
』
を
閲
覧
し
た
李
眸
光
に
と
っ
て
、
「
歌
週
巴
」
出
身
の
「
利
珊
賓
」
な
る

人
物
が
中
国
に
滞
在
し
て
、
世
界
図
を
作
製
し
た
で
あ
ろ
う
認
識
は
持
つ
こ
と
が
出
来
た
で
あ
ろ
う
。

(
d
)
獣
羅
巴
国
と
大
西
国

続
い
て
、
第
四
十
八
段
落
に
記
載
す
る

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

「
歌
羅
巴
国
」

と

「
大
西
国
」
に
つ
い
て
、
始
め
に
全
文
を
示
せ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
四
十
八
段
落
は
、
こ
れ
ま
で
の
段
落
と
異
な
り
、
「
欧
羅
巴
国
」
や
「
大
西
国
」
を
主
題
に
し
て
、
そ
の
地
域

の
地
理
や
国
情
を
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
段
落
の
中
心
は
利
珊
賓
に
あ
り
、
彼
の
出
身
地
域
を
示
す
た
め
に

「
欧
羅
巴
国
」
と
「
大
西
国
」
を
記
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
う
し
た
事
情
も
あ
り
、
こ
の
段
落
の
内
容
は
、
現
在
ま
で
朝
鮮
西
学
史
研

究
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
占
め
て
き
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
段
落
の
記
述
内
容
に
よ
っ
て
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
が
著
述
し
た
漢
訳
天
主
教
書
『
天
主
賓
義
」
と
『
交
友
論
」
が
、

遅
く
と
も
『
芝
峯
類
説
』
刊
刻
時
の
光
海
君
六
(
-
六
―
四
）
年
ま
で
に
朝
鮮
に
伝
来
し
、
両
書
の
内
容
も
初
め
て
朝
鮮
に
紹
介
さ

れ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
先
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
両
書
の
伝
来
は
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
の
場
合
と

(48) 

同
様
に
、
李
光
庭
等
の
赴
京
使
節
が
宣
祖
三
十
六
(
-
六

0
三
）
年
に
北
京
か
ら
持
ち
帰
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
き
た
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
研
究
成
果
は
、
次
の
よ
う
な
点
か
ら
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

第
一
点
は
、
引
用
文
の
末
尾
に
「
焦
紘
日
＜
、
西
域
の
利
君
以
為
へ
ら
く
、
友
は
第
二
の
我
な
り
と
、
此
の
言
の
奇
は
甚
だ
し
と

云
う
、
事
は
詳
に
績
耳
諏
に
見
ゆ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
『
績
耳
調
』
は
、
明
末
を
代
表
す
る
知
識
人
焦
紘
の
著
作
と
し

(49) 

て
き
た
。
し
か
し
、
管
見
の
限
り
で
は
、
焦
紘
に
『
績
耳
諏
』
と
い
う
著
作
は
な
い
。
ま
た
、
李
眸
光
は
、
『
芝
峯
類
説
』
巻
一
九
、

「
服
用
部
」
、
「
金
賓
」
の
条
に
お
い
て
も
『
績
耳
謂
」
を
引
用
し
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
績
耳
靡
に
曰
く
、
大
西
洋
国
の
人
利
珊
賓
な

る
者
、
海
に
泥
ぶ
こ
と
八
年
、
始
め
て
東
奥
に
抵
り
、
多
く
異
賓
を
挟
む
、
其
の
最
も
奇
な
る
も
の
は
、
自
鳴
鍾
有
り
、
（
中
略
）
按

ず
る
に
大
西
洋
は
即
ち
歌
羅
巴
な
り
、
自
鳴
鍾
は
日
本
に
も
亦
こ
れ
有
り
と
聞
く
、
名
づ
け
て
時
鍾
と
（
後
略
）
」
と
あ
る
。
つ
ま
り

李
眸
光
は
、
『
芝
峯
類
説
」
の
中
で
、
『
績
耳
調
』
を
二
箇
所
で
引
用
し
て
、
利
瑶
賓
を
説
明
す
る
際
の
史
料
的
根
拠
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

先
に
結
論
を
述
べ
れ
ば
、
李
眸
光
が
利
珊
賓
を
説
明
す
る
際
に
利
用
し
た
『
績
耳
謂
」
と
は
、
万
暦
三
十
一
（
宣
祖
三
十
六
、
一

六

0
三
）
年
に
、
沈
遡
奇
・
沈
撒
垣
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
焦
紘
の
著
作
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
沈
遡
奇
・
沈
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徹
垣
に
よ
る
『
績
耳
調
』
巻
一
、
「
西
洋
異
人
]
条
に
、
次
の
よ
う
な
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

大
西
洋
國
、
有
異
人
一
一
、
一
姓
利
名
珊
賓
、
一
姓
郭
名
天
祐
、
倶
突
額
深
目
、
朱
顔
紫
髯
、
従
菓
國
中
、
認
海
八
年
、
始
抵
東

磨
、
居
磨
十
年
、
置
産
築
居
、
（
中
略
）
自
稲
西
洋
無
常
、
主
惟
生
而
好
善
、
不
茄
輩
、
不
近
女
色
者
、
即
名
天
主
、
學
國
奉
之

為
王
、
其
俗
童
友
誼
、
不
為
私
蓄
、
一
入
中
國
、
日
夜
観
鰹
史
、
因
著
童
友
論
、
多
格
言
、
所
挟
異
賓
、
不
可
練
数
、
其
最
奇

者
、
有
一
天
主
爛
、
四
面
観
之
、
（
中
略
）
又
有
自
鳴
鍾
、
（
後
略
）

（
傍
線
部
分
は
「
外
国
]
条
の
第
四
十
八
段
落
を
叙
述
す
る
際
に
引
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
）

以
上
の
引
用
文
に
よ
っ
て
、
李
昨
光
が
『
芝
峯
類
説
』
「
外
国
」
条
の
第
四
十
八
段
落
と
、
同
書
「
服
用
部
」
、

(50) 

し
た
『
績
耳
調
』
と
は
、
沈
遡
奇
と
沈
傲
垣
が
編
纂
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

第
二
点
は
、
前
掲
の
『
績
耳
調
』
巻
一
、
「
西
洋
異
人
」
条
の
引
用
文
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
李
眸
光
が
「
外
国
」
条
の
第
四

十
八
段
落
で
、
利
瑞
賓
の
『
交
友
論
』
を
『
重
友
論
』
と
誤
記
し
た
の
は
、
『
績
耳
調
』
が
誤
っ
て
記
載
し
て
い
た
も
の
を
そ
の
ま
ま

転
載
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
李
昨
光
が
『
績
耳
調
』
の
誤
記
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
例
は
、
『
璽
友

論
』
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
本
来
は
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
が
中
国
皇
帝
万
暦
帝
の
歓
心
を
買
う
た
め
に
西
欧
か
ら
持
参
し
た
「
自
鳴
鐘
」

に
つ
い
て
も
、
李
辟
光
は
、
前
引
の
『
芝
峯
類
説
』
巻
一
九
、
「
服
用
部
」
、
「
金
賓
」
の
条
で
「
自
鳴
鍾
]
と
誤
記
し
て
い
る
が
、
こ

の
誤
り
の
原
因
は
前
掲
し
た
『
績
耳
調
』
、
「
西
洋
異
人
]
条
の
誤
記
「
自
嗚
鍾
」
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
以

上
の
こ
と
か
ら
、
第
四
十
八
段
落
の
中
で
、
李
辟
光
が
『
交
友
論
』
に
関
し
て
論
じ
た
部
分
は
、
『
績
耳
調
』
の
記
述
に
基
づ
い
て
い

た
可
能
性
が
高
く
、
彼
が
『
交
友
論
』
を
直
接
閲
覧
し
て
得
た
知
識
に
よ
っ
て
書
い
た
可
能
性
は
、
甚
だ
低
い
と
考
え
ざ
る
を
得
な

い
の
で
あ
る
。

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）
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賓
」

の
条
で
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用
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「
外
国
l

条
の
第
四
十
九
段
落
の
内
容
か
ら
検
討
を
加
え
た
い
。
こ
の
段
落
で
は
、

六
七

こ
の
よ
う
に
、
第
四
十
八
段
落
中
に
見
え
る
『
天
主
賓
義
』
の
内
容
を
述
べ
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
李
昨
光
が
同
書
を
購
読
し
た

結
果
、
記
述
し
た
可
能
性
が
残
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
『
績
耳
調
』
、
「
西
洋
異
人
」
条
に
基
づ
い
て
叙
述
し
た

可
能
性
が
強
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
第
四
十
四
段
落
か
ら
第
四
十
八
段
落
ま
で
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
（
第
四
十
九
段
落
に
つ
い
て
は
後
述
）
。

そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
点
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
第
一
は
、
こ
の
四
つ
の
段
落
は
、
主
に
李
眸
光
の
見
聞
を
中
心
に
ま
と
め
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
第
二
は
、
四
つ
の
段
落
は
、
主
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
こ
と
を
対
象
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ま
で
李
眸

光
が
『
坤
輿
萬
國
全
闘
』
を
利
用
し
て
記
述
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
し
か
し
、
「
佛
浪
機
国
l

に
つ
い
て
は
、
一
逼
羅

国
l

の
地
図
を
、
「
南
番
国
人
」
と
「
永
結
利
国
」
に
つ
い
て
は
、
日
本
人
か
ら
の
伝
聞
を
、
「
厭
羅
巴
国
」
と
「
大
西
国
」
に
つ
い

て
は
、
中
国
の
文
献
を
利
用
し
て
お
り
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
を
利
用
し
て
叙
述
し
た
可
能
性
は
極
め
て
低
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
第

三
は
、
李
眸
光
が
朝
鮮
で
初
め
て
紹
介
し
た
と
さ
れ
る
リ
ッ
チ
の
『
交
友
論
』
は
、
『
績
耳
靡
』
巻
一
、
「
西
洋
異
人
」
条
に
基
づ
い

て
記
述
し
て
お
り
、
李
悴
光
が
『
交
友
論
』
を
閲
覧
し
た
可
能
性
は
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
李
砕
光
は
『
芝
峯
類
説
』
を
著
述
す
る
際
に
、
実
際
に
閲
覧
し
た
『
坤
輿
萬
國
全
閾
」
を
利
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
問
題
を
検
討
し
て
み
た
い
。

萬
暦
癸
卯
、
余
恭
副
提
學
時
、
赴
京
回
還
使
臣
李
光
庭
櫂
懐
、
以
歌
羅
巴
國
輿
地
圏
一
件
六
幅
、
送
子
本
館
、
蓋
得
於
京
師
者

也
、
見
其
圏
甚
精
巧
、
於
西
域
特
詳
、
（
中
略
）
地
圏
乃
其
國
使
臣
混
賓
賓
所
為
、
而
末
端
作
序
文
記
之
、
（
中
略
）
按
其
國
人
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に
、

三
、
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界
図
と
世
界
地
理
認
識



利
瑞
賓
李
應
誠
者
、
亦
倶
有
山
海
輿
地
全
闘
王
祈
三
才
圏
會
等
書
、
頗
采
用
其
説
、
獣
羅
巴
地
界
南
至
地
中
海
、
北
至
氷
海
、

東
至
大
乃
河
、
西
至
大
西
洋
、
地
中
海
者
、
乃
是
天
地
之
中
、
故
名
云
、

と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
李
眸
光
は
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
（
引
用
文
で
は
「
歌
羅
巴
國
輿
地
瀾
一
件
六
幅
」

と
記
載
）
、
「
李
應
誠
（
試
の
誤
記
）
」
の
撰
文
が
記
載
さ
れ
て
い
る
『
両
儀
玄
覧
圏
』
（
引
用
文
で
は
「
山
海
輿
地
全
圏
」
と
記
載
）
、

そ
し
て
王
折
の
『
三
才
圏
會
』
中
に
挿
入
さ
れ
た
「
東
南
海
夷
穂
図
」
や
「
西
南
夷
網
図
」
等
の
一
連
の
「
四
夷
」
図
（
同
書
「
地

(52) 

理
」
一
六
巻
に
含
ま
れ
て
い
る
）
等
を
閲
覧
し
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

『
三
才
圏
會
』
に
つ
い
て
は
、
引
用
文
の
例
に
止
ま
ら
ず
、
『
芝
峯
類
説
」
全
編
の
中
で
数
多
く
参
照
•
引
用
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
『
坤
輿
萬
國
全
闘
』
に
つ
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
外
国
」
条
の
中
で
、
僅
か
に
第
四
十
八
段
落
の
「
歌
羅
巴
国
」

の
地
名
に
つ
い
て
参
考
と
し
た
可
能
性
が
残
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
『
芝
峯
類
説
」
全
編
に
わ
た
っ
て
検
討
を
加
え
れ
ば
、

明
ら
か
に
李
眸
光
が
『
坤
奥
萬
國
全
圏
』
、
ま
た
は
『
両
儀
玄
覧
躙
』
を
参
考
と
し
て
、
叙
述
し
た
部
分
が
都
合
二
箇
所
見
え
る
の
で

あ
る
。第

一
の
部
分
は
、
『
芝
峯
類
説
』
巻
一
、
「
天
文
部
」
、
「
天
」
条
で
「
余
嘗
て
、
獣
羅
巴
国
人
混
賓
賓
の
書
く
所
の
天
形
図
を
見
ゆ
‘

日
く
、
天
に
九
層
有
り
、
最
上
を
星
行
天
と
為
し
、
其
次
は
日
行
天
と
為
し
、
最
も
下
は
月
行
天
と
為
す
、
其
の
説
は
似
た
る
も
亦

(53) 

檬
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
「
天
形
図
」
と
は
、
明
ら
か
に
『
坤
輿
萬
國
全
瀾
』
の
第
一
幅
の
上
部
に
記

載
さ
れ
て
い
る
「
九
重
天
図
」
に
他
な
ら
な
い
（
図
I
を
参
照
の
こ
と
、
な
お
『
両
儀
玄
覧
瀾
』
で
は
、
同
図
が
「
十
一
重
天
図
」

と
な
っ
て
い
る
）
。
こ
の
よ
う
に
李
眸
光
は
、
『
坤
輿
萬
国
全
圏
』
の
「
九
重
天
図
」
を
有
用
な
も
の
と
し
て
『
芝
峯
類
説
』
の
中
で

活
用
し
て
い
る
。
し
か
し
、
「
九
重
天
図
」
は
あ
く
ま
で
も
太
陽
系
の
運
行
を
図
示
し
た
も
の
で
あ
り
、
厳
密
な
意
味
で
は
世
界
地
理

を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
。
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第
二
の
部
分
は
、
『
芝
峯
類
説
』
巻
一
、
「
災
異
部
」
、
「
人
異
」
条
で
「
後
漢
書
日
く
、
東
沃
祖
の
海
中
に
一
布
衣
を
得
、
其
形
は

中
人
の
衣
の
如
く
し
て
、
両
袖
の
長
さ
は
三
丈
、
又
一
人
乗
る
破
船
を
見
る
、
（
中
略
）
按
ず
る
に
欧
羅
巴
輿
地
勝
覧
日
く
、
属
度
採

国
は
東
北
方
に
在
り
、
其
人
甚
だ
長
く
し
て
衣
は
短
し
と
云
う
、
疑
う
ら
く
は
即
ち
此
れ
也
、
卑
早
に
古
人
こ
れ
を
知
ら
ざ
る
耶
」
と

述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
『
後
漢
書
」
に
記
載
す
る
長
さ
三
丈
も
の
両
袖
を
着
る
者
を
説
明
す
る
際
に
、
李
眸
光

は
、
「
欧
羅
巴
輿
地
勝
寛
」
な
る
典
拠
を
も
っ
て
解
説
を
付
け
加
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
欧
羅
巴
輿
地
勝
覧
]
こ
そ
、
『
坤

輿
萬
國
全
圏
』
（
或
い
は
『
両
儀
玄
覧
圏
』
）
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
（
『
両
儀
玄
覧
圏
』
も
同
様
）
の
第
四
幅
上
部
、
現
在
の
シ
ベ
リ
ア
地
域
に
「
函
度
課
」
と
い
う

地
名
が
見
え
、
そ
こ
で
は
、
「
属
度

採
」
に
つ
い
て
「
其
人
甚
長
、
而
衣

短
、
只
有
猪
無
別
畜
、
人
軽
捷
一
跳

三
丈
、
又
能
浮
水
、
履
水
浸
腰
輿
陸

走
不
異
」
と
記
載
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
（
図
VI
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
、

李
眸
光
は
「
両
袖
の
長
さ
三
丈
」
の

異
人
を
説
明
す
る
際
に
、
『
坤
輿
萬
國

全
圃
』
（
或
い
は
『
両
儀
玄
覧
圏
』
）

掲
載
の
「
属
度
課
」
の
解
説
文
を
引

用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
点

か
ら
、
李
眸
光
は
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

（図VI)『坤輿萬國全圏』の東アジア

右上方に「抵度課」が見える。また、

日本列島東方海上に「小東洋」とある

（本論の註 (36)参照）
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（図Vll) 『坤輿萬國全圏』の西アジア

上方の「太海」（黒海）東側に「女人國J、
「北高海」（カスピ海）の南に「回回」が見える。

（
或
い
は
『
両
儀
玄
覧
圏
』
）
の
世
界
図
の
部
分
に
つ
い
て
も
単

に
閲
覧
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
詳
細
に
検
討
を
加
え
て
い
る
こ

と
が
明
ら
か
と
な
る
。

但
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
李
眸

光
が
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
に
記
載
す
る
「
属
度
課
」
に
注
目
し

た
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
関
心
の
あ
り
方
は
、
『
後
漠
書
』
に
記

載
す
る
「
両
袖
の
長
さ
一
―
―
丈
」
の
異
人
の
実
在
を
他
史
料
の
『
坤

輿
萬
國
全
圏
』
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
確
実
な
も
の
と

す
る
た
め
に
行
っ
た
も
の
で
あ
り
、
始
め
か
ら
『
坤
輿
萬
國
全

園
』
を
全
面
的
に
信
頼
し
た
結
果
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で

は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
前
項
で
ふ
れ
た
「
外

国
」
条
の
第
四
十
段
落
の
「
回
回
国
」
に
つ
い
て
は
、
『
坤
輿
萬

國
全
圏
』
の
第
四
幅
中
に
「
回
回
」
と
い
う
地
名
が
見
え
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
李
眸
光
は
何
ら
言
及
し
て
い
な
い
（
図
VJl
参

照）。さ
ら
に
は
、
本
稿
で
考
察
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、

李
昨
光
は
、
「
外
国
」
条
の
第
十
七
段
落
中
で
、
「
女
国
」
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
。
同
国
に
つ
い
て
は
、
他
に
、
同
書
、
巻

一
、
「
災
異
部
」
、
「
人
異
」
条
で
、
「
東
海
に
国
有
り
、
女
風
に

七
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感
じ
て
学
む
、
北
方
に
国
有
り
、
男
無
し
、
井
に
照
ら
し
て
生
む
」
と
述
べ
た
り
、
同
書
、
巻
一
六
、
「
言
語
部
」
、
「
生
産
」
条
で
、

「
東
方
の
人
女
多
く
、
男
少
な
し
、
最
も
東
す
れ
ば
、
女
国
有
り
」
と
叙
述
す
る
な
ど
、
特
異
な
国
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
の
第
四
幅
に
は
「
女
人
国
」
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
さ
ら
に
同
国
の
説
明
文
ま
で

が
記
さ
れ
て
い
る
（
凶
VII
参
照
）
。
し
か
し
、
李
眸
光
は
そ
の
記
事
を
何
ら
参
考
と
は
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

李
眸
光
が
『
坤
輿
萬
國
全
瀾
』
記
載
の
「
回
回
」
や
「
女
人
国
」
に
つ
い
て
、
『
芝
峯
類
説
」
中
で
ふ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
理
由

は
、
推
測
す
る
に
、
『
坤
輿
萬
幽
全
圃
』
中
の
「
回
回
」
に
つ
い
て
は
、
国
名
が
記
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
に
何
ら
解
説

ら
し
き
も
の
が
付
記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
女
人
国
」
に
つ
い
て
は
、
中
国
側
の
ほ
と
ん
ど
の
文
献
が
朝
鮮

の
東
方
に
位
置
す
る
国
と
明
記
し
て
い
る
の
に
反
し
て
、
『
坤
輿
萬
國
全
園
』
で
は
中
国
の
西
方
に
「
女
人
国
」
を
配
し
て
い
た
た
め

に
顧
み
る
こ
と
が
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
李
眸
光
が
閲
覧
し
た
で
あ
ろ
う
世
界
図
に
つ
い
て
言
及
し
、
さ
ら
に
は
李
眸
光
が
『
坤
輿
萬
國
全
園
』
に
つ
い
て
ど
の
よ

う
な
関
心
の
示
し
方
を
し
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
考
察
を
加
え
た
。
そ
の
結
果
、
李
呼
光
は
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
や
『
両
儀

玄
覧
圏
』
は
詳
細
に
閲
覧
し
た
も
の
の
、
そ
の
内
容
を
全
面
的
に
信
頼
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
李
悴

光
が
「
世
界
」
の
国
々
や
地
域
を
叙
述
す
る
に
際
し
て
、
先
ず
全
面
的
に
信
頼
を
置
い
た
の
が
中
国
側
の
史
書
や
地
理
書
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
中
国
側
の
史
料
を
さ
ら
に
補
強
し
て
解
説
す
る
場
合
に
の
み
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
が
利
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
、
李
眸
光
は
、
『
坤
輿
萬
國
全
園
』
を
始
め
て
朝
鮮
に
紹
介
し
た
知
識
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
世
界
図
の
形
態
や
内
容
ま
で
も
信
頼

す
る
に
は
到
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

李
眸
光
は
、
地
上
の
世
界
を
限
り
な
く
広
い
世
界
だ
と
見
て
い
た
。
そ
し
て
、
自
分
の
想
像
も
出
来
な
い
国
が
存
在
す
る
で
あ
ろ

う
こ
と
も
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
、
地
上
世
界
の
地
理
的
形
状
が
ど
の
よ
う
な
形
を
成
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

一
切
語
っ
て
い
な
い
。
李
眸
光
が
『
坤
輿
萬
國
全
岡
」
や
『
両
儀
玄
覧
闘
』
を
見
た
時
、
図
中
の
陸
地
や
海
洋
の
形
状
に
つ
い
て
、

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
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世
界
地
理
認
識
（
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本
稿
で
は
、
『
芝
峯
類
説
』
巻
一
一
、
「
諸
国
部
」
、
「
外
国
」
の
条
に
見
え
る
国
々
や
地
域
を
分
析
し
て
、
李
眸
光
の
世
界
地
理
に
関

す
る
知
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た
。
そ
の
結
果
、
次

の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

第
一
は
、
李
眸
光
が
「
外
国
」
条
の
第
一
段
落
か
ら
第
三
十
六
段
落
ま
で
に
紹
介
し
た
国
々
は
、
中
国
の
編
年
史
で
あ
る
『
吾
學

編
』
の
「
四
夷
考
」
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
国
々
は
、
自
ら
の
見
聞

や
中
国
の
諸
文
献
に
基
づ
い
て
、
実
在
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
李
眸
光
が
認
識
し
た
国
々
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

第
二
は
、
さ
ら
に
李
眸
光
は
、
そ
れ
ら
実
在
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
国
々
の
周
囲
に
存
在
す
る
、
或
い
は
存
在
し
た
可
能
性
の

強
い
国
や
民
族
等
を
紹
介
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、
第
三
十
七
•
三
十
八
•
三
十
九
•
四
十
二
段
落
に
該
当
す
る
。
し
か

し
、
こ
れ
ら
国
々
を
叙
述
す
る
際
に
基
づ
い
た
史
料
は
、
自
ら
の
見
聞
や
中
国
の
正
史
等
、
中
国
の
諸
文
献
で
あ
っ
た
。

第
三
は
、
中
国
の
諸
文
献
か
ら
確
認
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
自
ら
の
見
聞
や
伝
聞
に
よ
っ
て
得
た
国
々
を
紹
介
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
該
当
す
る
部
分
は
、
第
四
十
四
段
落
か
ら
第
四
十
八
段
落
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
の
国
々

を
紹
介
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
注
目
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
「
佛
浪
機
国
」
、
「
南
番
国
人
」
、

朝
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ど
の
よ
う
な
考
え
を
抱
い
た
の
か
、
推
測
す
る
以
外
な
い
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
、
と
う
て
い
信
じ
る
こ
と
の
出
来
な
い
気
持

ち
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
『
坤
輿
萬
國
全
園
』
や
『
両
儀
玄
覧
圏
』
、
更
に
は
、
そ
の
後
イ
エ
ズ
ス
会
士
等
に
よ
っ
て
作
製
さ
れ
た
世
界

図
が
、
い
つ
頃
に
朝
鮮
に
伝
来
し
、
ど
の
よ
う
な
形
で
受
容
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
後
さ
ら
に
検
討
を

加
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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「
逼
羅
国
」

七

「
永
結
利
国
」
、
「
欺
羅
巴
国
」
、
「
大
西
国
」
等
は
、
の
地
図
や
日
本
人
か
ら
の
伝
聞
、
或
い
は
中
国
の
文
献
に
基
づ
い
て

叙
述
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
李
眸
光
が
閲
覧
し
た
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
『
坤
輿
萬
國
全
圏
」
を
参
考
に
し
て
叙
述
し
た
も
の
で

は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
結
果
と
し
て
、
「
永
結
利
国
」
、
「
歌
羅
巴
国
」
、
「
大
西
国
」
等
は
、
現
在
の
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
地
域
の
国
々
を
紹
介
し
た
こ
と
に
は
な
る
の
で
あ
る
が
、
紹
介
し
た
李
眸
光
自
身
は
、
そ
れ
ら
の
国
が
地
理
的
に
ど
の
よ
う

な
場
所
に
位
置
し
て
い
る
国
で
あ
る
の
か
、
全
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
。

第
四
に
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
李
眸
光
が
「
外
国
」
の
条
で
紹
介
し
た
リ
ッ
チ
の
『
交
友
論
』
は
、
沈
遡
奇
と
沈
倣
垣
が
編

纂
し
た
『
績
耳
諏
』
巻
一
、
「
西
洋
異
人
」
条
に
基
づ
い
て
叙
述
し
た
も
の
で
あ
り
、
李
眸
光
が
『
交
友
論
』
を
直
接
閲
覧
し
て
紹
介

し
た
可
能
性
は
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
史
料
か
ら
確
認
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
『
天
主
賓
義
』
の
内
容
に
つ
い

て
述
べ
た
部
分
に
つ
い
て
も
、
直
接
李
辟
光
が
『
天
主
賓
義
』
を
閲
覧
し
た
結
果
、
得
ら
れ
た
知
識
に
よ
っ
て
叙
述
し
た
の
で
は
な

く
、
中
国
側
の
文
献
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
可
能
性
が
少
な
か
ら
ず
残
る
こ
と
で
あ
る
。

万
暦
三
十
（
一
六

0
二
）
年
に
北
京
で
版
行
さ
れ
た
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
が
、
早
く
も
そ
の
翌
年
に
朝
鮮
に
将
来
さ
れ
、
そ
れ
を

李
昨
光
が
い
ち
早
く
閲
覧
し
て
紹
介
し
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
『
芝
峯
類
説
」
の
中
で
、
一
部
の
中
国
知

識
人
の
間
で
注
目
さ
れ
て
い
た
利
瑞
賓
を
紹
介
し
、
さ
ら
に
は
彼
の
著
作
『
天
主
賓
義
』
や
『
交
友
論
』
に
ま
で
言
及
し
た
点
は
、

李
眸
光
の
知
的
関
心
の
広
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
李
辟
光
の
こ
う
し
た
事
跡
は
、
朝
鮮
西
学
史
研
究
の
中
で
は
、
先
駆
的
業
績

と
し
て
、
今
後
と
も
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
や
『
天
主
賓
義
』
の
よ
う
な
漢
訳

西
学
書
を
始
め
て
紹
介
し
た
と
は
い
い
な
が
ら
も
、
そ
の
受
容
に
あ
た
っ
て
は
、
未
だ
時
期
尚
早
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
李
眸
光
は
、
当
時
の
日
本
人
か
ら
「
南
番
国
人
」
や
「
永
結
利
国
」
等
の
国
を
伝
聞
し
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
国
を
『
坤

輿
萬
國
全
圏
』
に
記
載
す
る
国
名
と
比
較
検
討
す
る
ま
で
に
は
と
う
て
い
到
ら
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
は
、
李
眸
光
に
そ
う
し
た
考

え
は
微
塵
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、
李
眸
光
は
こ
の
地
上
「
世
界
」
を
と
て
つ
も
な
く
広



い
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、
大
地
と
海
洋
の
織
り
な
す
地
理
的
形
状
や
世
界
地
理
に
関
し
て
は
、
『
一
ニ
オ
繭
會
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

「
四
夷
」
の
「
穂
圏
」
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
西
欧
人
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
世
界
地
理
が

朝
鮮
で
受
容
さ
れ
る
た
め
に
は
、
更
に
時
間
を
費
や
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

註(
l
)

李
眸
光
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
実
学
思
想
の
勃
興
を
述
べ
る
際
に
、

必
ず
言
及
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
そ
の
た
め
李
眸
光
は
、
ど
の
よ
う

な
概
説
書
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
朝
鮮
西
学
史
上
に
お
け
る
李
眸

光
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
李
元
淳
一
朝
鮮
実
学
知
識
人
叫
漠
訳

西
学
地
理
書

01琲
」
（
『
司
」
丑
叫
刈
直
°
対
叫
外
心
o
』
二

O
＼
ニ
―
-
頁

参
照
、
民
音
社
、
一
九
九
一
年
。
な
お
、
同
論
文
は
、
同
氏
の
『
朝

鮮
時
代
史
論
集
社
叶
叫
刈
jjl
叫
世
甘
叫
5
「
外
』
」
一
目
叶
早
‘
一
九

九
二
年
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
）
、
姜
在
彦
『
朝
鮮
叫
西
学
史
』
（
民

音
社
、
一
九
九

0
年
）
、
邦
訳
は
『
朝
鮮
の
西
学
史
』
（
明
石
書
店
、

一
九
九
六
年
）
に
詳
し
い
。

李
眸
光
の
世
界
地
理
観
に
つ
い
て
は
、
慮
禎
植
「
『
芝
峯
類
説
』
叶

叶
国
せ
地
理
学
的
内
容
叶
関
牡
研
究
」
（
『
大
邸
教
育
大
学
論
文
集
』

第
四
輯
、
一
九
六
九
年
）
が
先
駆
的
研
究
で
あ
る
。
慮
禎
植
氏
は
、

そ
の
中
で
、
従
来
の
中
国
や
そ
の
近
隣
諸
国
の
地
理
的
知
識
し
か
持

ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
朝
鮮
知
識
人
が
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
等

の
西
欧
の
地
理
知
識
を
受
容
し
た
こ
と
で
、
そ
の
地
理
蜆
を
飛
躍
的

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

に
拡
大
さ
せ
た
と
結
論
付
け
て
い
る
。

さ
ら
に
同
氏
は
、
李
眸
光
の
世
界
地
理
観
が
ど
れ
ほ
ど
の
広
が
り

を
持
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
『
芝
峯
類
説
』
「
外
国
」

条
に
登
場
す
る
国
や
地
域
を
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
世
界
地
図
上
の

国
や
地
域
に
比
定
し
て
、
彼
の
世
界
地
理
観
が
い
か
に
広
大
で
あ
っ

た
の
か
検
討
を
加
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
李
眸
光
が
現
在

使
用
す
る
世
界
地
図
を
念
頭
に
置
い
て
『
芝
峯
類
説
』
を
著
述
し
た

の
で
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
作
業
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

或
い
は
現
在
の
世
界
地
図
と
李
眸
光
が
閲
覧
し
た
マ
テ
オ
・
リ
ッ

チ
の
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
の
形
状
と
が
あ
る
程
度
相
似
し
て
い
る
た

め
に
、
そ
う
し
た
作
業
も
意
味
あ
る
こ
と
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
の
前
提
と
し
て
、
李
昨
光
が
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
を
全
面
的
に
信

頼
し
て
い
る
と
い
う
条
件
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
後
述

す
る
よ
う
に
、
李
眸
光
は
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
を
一
部
利
用
は
し
て

い
る
が
、
彼
の
世
界
地
理
観
は
、
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
で
は
な
く
他
の

資
料
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

七
四



な
お
、
韓
国
に
お
け
る
李
眸
光
の
世
界
地
理
観
に
関
す
る
研
究
は
、

現
在
で
も
ほ
ぼ
慮
禎
植
氏
の
説
を
踏
襲
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
韓
永

愚
「
李
眸
光
叫
学
問
叫
思
想
」
（
『
韓
国
文
化
』
―
―
―
一
号
、
一
九
九

―
一
年
）
で
は
、
「
地
理
と
国
土
観
」
と
「
対
外
観
」
と
い
う
項
目
を

設
け
て
、
『
芝
峯
類
説
』
に
基
づ
い
て
李
眸
光
の
地
理
認
識
や
対
外

観
を
考
察
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
氏
の
李
眸
光
に
対
す
る
理
解
は
、

「
李
眸
光
は
海
外
の
地
理
・
歴
史
・
文
化
・
風
習
・
産
業
等
に
対
し

て
多
く
の
知
識
を
持
っ
た
た
め
に
、
特
に
地
理
に
対
す
る
知
識
は
伝

統
的
な
中
国
中
心
の
歪
曲
し
た
認
識
を
是
正
す
る
上
に
お
い
て
大
い

に
役
立
っ
た
」
（
同
論
文
、
四

0
六
頁
）
、
或
い
は
「
マ
テ
オ
・
リ
ッ

チ
の
世
界
地
図
に
対
す
る
知
識
は
、
李
眸
光
の
海
外
認
識
を
拡
大
さ

せ
、
ま
た
客
観
化
さ
せ
る
上
に
お
い
て
決
定
的
な
寄
与
を
し
た
と
言

え
る
」
（
同
論
文
、
四
一
―
四
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
李
眸
光
の
地
理

観
や
対
外
観
を
述
べ
る
際
に
、
李
眸
光
が
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
の
内

容
を
全
面
的
に
受
容
し
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
2
)

李
眸
光
が
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
(
-
六

0
二
年
刊
）
を
朝
鮮
に

初
め
て
紹
介
し
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
芝
峯
類
説
』
巻
―
-
「
諸
国
部
」
、
「
外
国
」
条
中
で
、
李
眸
光
が
『
坤

輿
萬
國
全
圏
』
と
明
記
せ
ず
、
「
欺
羅
巴
國
輿
地
圏
」
や
「
山
海
輿

地
全
圏
」
と
記
述
し
た
り
、
『
坤
輿
萬
園
全
圏
』
刊
行
の
翌
年
に
北

京
で
版
刻
さ
れ
た
『
両
儀
玄
覧
圏
』
が
、
韓
国
に
お
い
て
世
界
で
初

め
て
発
見
さ
れ
た
こ
と
等
か
ら
（
現
在
、
『
両
儀
玄
覧
欄
』
は
韓
国

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

七
五

の
崇
実
大
学
校
基
督
教
博
物
館
で
所
蔵
）
、
『
両
儀
玄
覧
圏
』
の
朝
鮮

伝
来
年
を
巡
っ
て
諸
説
が
入
り
乱
れ
て
い
た
。
現
在
で
も
定
説
に
至
っ

て
い
る
と
は
言
い
難
い
が
、
現
存
す
る
『
両
儀
玄
覧
瀾
』
は
、
光
海

君
十
二
(
-
六
二

O
)
年
に
黄
中
允
に
よ
っ
て
朝
鮮
に
も
た
ら
さ
れ

た
こ
と
と
、
李
辟
光
が
『
芝
峯
類
説
』
中
で
明
記
し
て
い
る
「
獣
羅

巴
國
輿
地
闘
」
は
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
に
、
「
山
海
輿
地
全
圃
」
は

『
両
儀
玄
覧
闘
』
に
比
定
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
私
見
を
提

示
し
た
こ
と
が
あ
る
。
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
朝
鮮
に
伝
来
し
た
『
両

儀
玄
覧
圏
』
」
（
平
成
十
一
年
度

S
十
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
研

究
成
果
報
告
書
『
朝
鮮
儒
林
文
化
の
形
成
と
展
開
に
関
す
る
総
合
的

研
究
』
、
吉
田
宏
志
編
‘
―

1
0
0
1
―
一
年
、
に
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。
な
お
、
李
眸
光
が
「
外
国
」
条
中
で
、
『
交
友
論
』
と
せ
ず
に

『
重
友
論
』
と
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
。

(
3
)

李
裕
、
李
希
倹
に
つ
い
て
は
、
『
瑾
源
録
』
巻
―
―
一
、
「
太
宗
大

王
宗
親
録
、
類
附
録
」
（
影
印
版
、
民
昌
文
化
社
）
、
『
国
朝
文
科
榜

目
』
（
影
印
版
、
太
学
社
）
を
参
照
。

(
4
)

李
眸
光
の
職
歴
に
つ
い
て
は
、
『
芝
峯
先
生
集
付
録
』
巻
一
、
「
行

状
」
を
参
照
。
『
芝
峯
先
生
集
付
録
』
は
、
『
芝
峯
先
生
文
集
』
（
影
印

版
、
景
仁
文
化
社
、
一
九
九
八
年
）
所
収
の
も
の
を
参
照
し
た
。
な

お
、
景
仁
文
化
社
の
影
印
版
で
は
、
タ
イ
ト
ル
を
「
芝
峯
先
生
文
集
」

と
し
て
い
る
が
、
原
著
の
題
簸
と
序
首
題
は
、
「
芝
峯
集
」
と
あ
り
、

目
首
題
は
「
芝
峯
先
生
集
」
と
な
っ
て
い
る
。



(
5
)

こ
の
時
の
聖
節
使
に
関
す
る
史
料
は
、
朝
鮮
側
に
残
っ
て
い
な

い
。
聖
節
使
の
北
京
往
還
に
関
す
る
事
実
に
つ
い
て
は
、
『
明
神
宗

実
録
』
巻
一
―
―
―
六
、
万
暦
十
八
年
八
月
甲
午
の
条
を
参
照
。

(
6
)

『
芝
峯
先
生
文
集
』
巻
八
、
「
安
南
国
使
臣
唱
和
問
答
録
」
中
の

「
識
」
を
参
照
。

(
7
)

『
宣
祖
実
録
』
巻
一
一
五
、
宣
祖
一
―
十
四
年
六
月
丙
辰
の
条
。

(
8
)

『
宣
祖
実
録
』
巻
五
二
、
宣
祖
二
十
七
年
六
月
戊
辰
の
条
。

(
9
)

『
宣
祖
実
録
』
巻
九

0
、
宣
祖
三
十
年
七
月
丙
辰
の
条
。

(10)

『
芝
峯
先
生
文
集
』
巻
八
、
「
安
南
国
使
臣
唱
和
問
答
録
」
に
、

こ
の
時
の
問
答
の
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
漢
城
か
ら
北
京

ま
で
の
道
中
に
関
し
て
は
、
同
文
集
、
巻
一

0
、
「
朝
天
録
」
に
ま

と
め
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
李
眸
光
が
安
南
国
の
使
臣
と
唱
和
し
た

詩
文
に
つ
い
て
は
、
崖
信
浩
「
韓
国
叫
安
南
•
琉
球
斗
叫
文
学
交

流
試
考
」
（
『
韓
国
漠
文
学
研
究
』
巻
五
、
一
九
八
一
年
）
、
清
水
太

郎
「
ベ
ト
ナ
ム
使
節
と
朝
鮮
使
節
の
中
国
で
の
遡
垣

(
3
)
1
5
9

7
年
の
事
例
を
中
心
に
」
（
『
北
東
ア
ジ
ア
文
化
研
究
』
一
六
号
、
ニ

0
0
三
年
）
が
詳
細
な
研
究
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。

(11)

『
光
海
君
日
記
』
（
鼎
足
山
本
）
巻
四
二
、
光
海
君
三
年
六
月
戊

子
の
条
。

(12)

李
昨
光
が
琉
球
国
や
逼
羅
国
の
使
臣
と
交
わ
し
た
詩
文
や
問
答
、

或
い
は
国
俯
に
つ
い
て
は
、
『
芝
峯
先
生
文
集
』
巻
九
、
「
琉
球
使
臣

贈
答
録
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
光
海
君
三
年
の
使
行
に
つ

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

い
て
は
、
同
書
、
巻
一
六
、
「
績
朝
天
録
」
に
詳
し
い
。

(13)

『
宣
祖
実
録
』
巻
―
―
二
六
、
官
一
祖
三
十
四
年
四
月
戊
子
の
条
。

(14)

『
芝
峯
類
説
』
で
は
、
類
書
の
『
三
才
圃
會
』
や
『
事
文
玉
屑
』

等
が
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い
る
。
但
し
、
日
用
類
書
の
『
萬
賓
全

書
』
と
明
記
し
て
引
用
し
て
い
る
の
は
、
僅
か
に
一
ヵ
所
、
同
書
、

巻
一
九
、
「
服
用
部
」
の
「
巾
冠
」
条
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
な

お
、
李
悴
光
が
引
用
し
て
い
る
『
萬
賓
全
書
』
の
刊
印
年
は
不
明
で

あ
る
。

(15
）
『
一
―
-
オ
闘
會
』
巻
一
三
の
「
四
夷
」
に
記
載
さ
れ
た
国
々
は
、
い

ず
れ
も
そ
れ
ま
で
の
正
史
や
『
大
明
一
統
志
』
（
嘉
靖
一
二
八
年
、
一
五

五
九
年
刊
）
、
『
皇
輿
考
』
（
嘉
靖
四

0
年
、
一
五
六
一
年
刊
）
等
の
地

理
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
三
才
圏

會
』
に
は
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
が
作
製
し
た
世
界
図
「
山
海
輿
地
全

図
」
を
転
載
し
た
り
、
彼
を
「
利
山
人
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
等
、

本
来
で
あ
れ
ば
、
同
時
代
の
こ
う
し
た
新
知
見
を
『
三
才
圏
會
』
の

「
四
夷
」
に
生
か
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
王
折
は
全
く
行
っ
て
い
な
い
。

(16)

「
北
虜
」
の
条
で
は
、
主
に
「
澗
慎
」
や
「
女
慎
」
を
中
心
と
し

て
説
明
を
加
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
「
外
国
」
条
に
入
れ
ず
、
新

た
に
「
北
虜
」
の
条
を
立
て
て
、
そ
の
来
歴
を
追
っ
て
い
る
の
は
、

「
近
年
以
来
、
建
州
の
奴
酋
の
拡
張
が
甚
だ
し
く
、
彼
ら
の
開
拓
の
地

は
朝
鮮
の
境
に
至
っ
て
、
横
行
深
入
し
て
い
る
」
（
同
条
、
「
咸
鏡
北

道
」
の
項
目
）
と
い
う
よ
う
に
、
当
時
北
辺
の
状
況
が
緊
迫
し
て
き

七
六



て
い
る
と
い
う
政
治
的
理
由
の
た
め
に
、
新
た
に
条
目
を
立
て
て
説

明
を
加
え
た
よ
う
で
あ
る
。

(17)

「
外
国
」
条
中
の
日
本
に
関
す
る
部
分
は
、
他
の
国
々
の
場
合

と
は
か
な
り
異
な
る
。
『
芝
峯
類
説
』
中
の
日
本
に
関
す
る
記
事
の

分
析
、
並
び
に
李
眸
光
の
日
本
観
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
じ

た
い
。

(18)

『
吾
學
編
』
の
初
刻
は
隆
慶
元
年
で
あ
る
が
、
万
暦
二
十
七
（
一

五
九
九
）
年
に
は
重
刻
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
重

刻
本
に
は
、
十
二
篇
以
下
の
「
百
官
述
」
、
「
皇
明
四
夷
考
」
、
「
北
虜

考
」
の
三
篇
は
含
ま
れ
て
い
な
い
（
重
刻
本
は
、
東
洋
文
庫
、
国
立

国
会
図
書
館
で
所
蔵
し
て
い
る
）
。
こ
の
点
か
ら
、
李
眸
光
が
『
吾

學
編
』
を
購
入
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
は
第
一
回
目
の
使
行
の
宣
祖

二
十
三
年
か
、
第
二
回
目
の
宣
祖
三
十
年
の
時
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

本
稿
で
利
用
し
た
『
吾
學
編
』
は
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
初
刻
本
で
あ

る。
(19)

「
祖
法
兒
国
」
の
項
目
で
は
、
「
按
宛
委
餘
編
云
、
西
域
大
鳥
日
、

馳
、
蓋
此
也
」
と
し
て
、
「
宛
委
餘
編
」
を
引
用
し
て
い
る
が
、
「
宛

委
餘
編
」
と
は
、
王
世
貞
の
『
奔
州
山
人
四
部
考
』
所
収
の
『
宛
委

餘
編
』
（
明
代
万
暦
五
年
頃
、
一
五
七
七
年
頃
刊
）
で
あ
る
。
李
眸

光
が
引
用
し
た
部
分
は
、
同
書
、
巻
一
五
七
、
「
説
部
、
宛
委
餘
編

-
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

(20)

「
箕
臓
国
」
の
項
目
で
は
、
「
風
土
記
」
と
「
小
説
」
を
参
照
し

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

七
七

た
と
述
べ
て
い
る
。
「
風
土
記
」
は
、
元
の
周
達
観
に
よ
る
『
慎
朦
風

土
記
』
で
あ
り
、
な
お
、
「
小
説
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

(21)

「
溜
山
」
の
項
目
で
は
、
「
韻
府
」
、
「
晋
書
」
、
「
績
仙
博
」
を
参

照
し
た
と
述
べ
て
い
る
が
、
「
晋
書
」
は
、
『
晋
書
』
巻
九
七
、
列
伝

六
七
「
四
夷
」
、
「
夫
餘
国
」
「
粛
慎
氏
」
の
条
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

「
韻
府
」
、
「
績
仙
偲
」
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。

(22)

「
天
方
」
の
項
目
で
は
、
「
佛
書
」
を
参
照
し
て
い
る
と
い
う
が
、

そ
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。

(23)

「
渇
石
」
の
項
目
で
参
照
し
て
い
る
「
苓
参
使
交
河
郡
詩
」
に
つ

い
て
は
不
明
で
あ
る
。

(24)

「
火
州
」
の
項
目
で
参
照
し
て
い
る
「
宋
史
」
と
は
、
『
宋
史
』

巻
四
九

0
、
列
伝
第
二
四
九
「
外
国
六
」
の
「
高
昌
」
条
か
ら
の
引

用
で
あ
り
、
「
史
記
相
如
博
註
」
と
は
、
『
史
記
』
巻
―
―
七
、
列
伝

第
五
七
「
司
馬
相
如
列
伝
」
に
あ
る
「
経
螢
炎
火
而
浮
弱
水
分
」
の

割
註
で
あ
る
。
「
苓
参
詩
」
は
不
明
で
あ
る
。

(25)

「
忽
魯
膜
斯
」
の
項
目
で
参
照
し
て
い
る
「
韓
詩
」
は
不
明
で
あ

る。
(26)

李
眸
光
と
安
南
使
臣
と
の
問
答
集
は
、
『
芝
峯
先
生
文
集
』
巻

八
、
「
安
南
国
使
臣
唱
和
問
答
録
」
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
安
南
の
地

理
・
歴
史
に
つ
い
て
は
、
同
問
答
録
の
「
後
」
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
「
外
国
」
条
の
「
安
南
国
」
中
で
、
安
南
の
北
京
か
ら
の
距
離

を
「
一
万
三
千
里
」
と
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、



『
吾
學
編
』
「
四
夷
考
」
で
は
、
北
京
か
ら
の
距
離
を
記
載
せ
ず
、
ま

た
『
大
明
一
統
志
』
巻
八
九
、
「
外
夷
」
の
「
安
南
国
」
条
で
は
、
北

京
か
ら
の
距
離
を
「
一
万
一
千
一
百
六
十
五
里
」
と
し
て
お
り
、
李

眸
光
が
記
す
「
一
万
三
千
里
」
は
、
中
国
側
文
献
に
は
見
え
ず
、
李

眸
光
が
安
南
国
使
臣
か
ら
得
た
俯
報
に
基
づ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
「
外
国
」
条
中
で
北
京
か
ら
の
距
離

を
記
載
す
る
国
は
、
「
安
南
国
」
だ
け
で
あ
る
。

(27)

『
事
文
玉
屑
』
と
は
、
正
式
に
は
『
群
書
考
索
古
今
事
文
宝
屑
』

と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
万
暦
二
十
五
(
-
五
九
七
）
年
に
楊
涼
に

よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
類
書
で
あ
る
。
同
書
は
、
巻
一
「
天
文
」
部
か

ら
巻
二
四
「
走
獣
」
、
「
鱗
介
」
、
「
昆
虫
」
部
ま
で
の
全
二
十
四
巻
に

の
ぼ
る
も
の
で
あ
り
、
「
安
南
」
は
、
巻
七
「
地
理
」
部
、
「
夷
国
」

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
『
事
文
玉
屑
』
と
『
芝
峯
類
説
』
は
、
類

書
と
い
う
形
態
を
と
り
な
が
ら
、
さ
ら
に
は
編
目
名
、
そ
の
配
列
に

つ
い
て
も
同
様
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
李
眸
光
が
『
事
文
玉
屑
』

を
入
手
し
た
の
が
、
宣
祖
三
十
年
な
の
か
、
光
海
君
三
年
の
こ
と
な

の
か
不
明
で
あ
る
が
、
『
事
文
玉
屑
』
か
ら
多
く
の
影
響
を
受
け
た

こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
本
稿
で
利
用
し
た
『
事
文

宝
屑
』
は
、
内
閣
文
庫
所
蔵
の
も
の
で
あ
る
。

(28)

李
眸
光
が
琉
球
国
の
使
臣
と
交
わ
し
た
問
答
に
つ
い
て
は
、
『
芝

峯
先
生
文
集
』
巻
九
、
「
琉
球
使
臣
贈
答
録
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(29)

李
眸
光
が
逼
羅
国
の
使
臣
と
交
わ
し
た
問
答
に
つ
い
て
は
、
『
芝

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

峯
先
生
文
集
』
巻
九
、
「
琉
球
使
臣
贈
答
録
」
の
「
附
遥
羅
」
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
李
眸
光
に
と
っ
て
北
京
で
見
た
遥
羅
国
の
地

図
が
印
象
強
く
残
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
『
芝
峯
類
説
』
巻
一
、
「
宍

異
部
」
、
「
人
異
」
条
と
同
書
巻
二
、
「
地
理
部
」
、
「
海
」
条
で
退
羅
国

の
地
図
の
内
容
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
同
地
図

に
は
「
大
毘
裔
」
や
「
小
毘
裔
」
、
東
南
海
中
に
は
「
万
里
長
砂
」
や

「
万
里
石
塘
」
が
あ
っ
た
と
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
逼
羅
国
の
地
図

は
、
そ
の
形
態
は
不
明
な
が
ら
も
、
漠
語
で
地
名
表
記
さ
れ
て
い
た

も
の
に
違
い
な
い
。
な
ぜ
遥
羅
国
の
使
臣
が
自
国
図
を
北
京
に
持
参

し
た
の
か
不
明
で
あ
る
。

(30)

「
注
鐙
國
」
に
関
す
る
文
章
は
、
『
宋
史
』
巻
四
八
九
、
列
伝
巻

―
一
四
八
「
外
国
五
」
の
「
注
蟄
國
」
条
か
ら
の
転
載
で
あ
る
。

(31)

第
三
十
九
段
落
に
見
え
る
『
五
代
史
』
か
ら
の
引
用
文
は
、
『
新

五
代
史
』
巻
七
三
、
「
四
夷
附
録
第
二
」
の
「
契
丹
」
条
に
あ
る
も
の

で
あ
る
。

(32)

第
四
十
二
段
落
は
、
『
漠
書
』
巻
二
八
下
、
「
地
理
志
」
第
八
下

か
ら
引
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

(33)

慮
禎
植
「
『
芝
峯
類
説
』

Oll
叶
国
せ
地
理
学
的
内
容
oJl
関司」

研
究
」
（
『
大
邸
教
育
大
学
論
文
集
』
第
四
輯
‘
一
九
六
九
年
）
一
八

五
頁
参
照
。

(34)

海
野
一
隆
「
深
田
正
室
の
「
万
国
図
」
「
準
天
儀
」
「
自
鳴
鐘
」
」

（
同
氏
『
東
西
地
図
文
化
交
渉
史
研
究
』
清
文
堂
、
二

0
0
三
年
に
所

七
八



収
）
三

0
五
＼
ニ
ニ
七
頁
参
照
。
な
お
、
本
稿
の
主
題
か
ら
離
れ
る

た
め
に
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
控
え
た
い
が
、
大
阪
大
学
名
誉
教
授

海
野
一
隆
先
生
の
ご
教
示
に
よ
れ
ば
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
国
名
と
そ
の
注

記
、
九
重
天
図
、
李
之
藻
序
文
（
二
箇
所
）
に
見
え
る
都
合
五
箇
所

の
異
同
か
ら
判
断
す
る
に
、
『
坤
輿
萬
國
全
闘
』
初
版
本
の
刊
行
順

序
は
次
の
よ
う
に
な
る
と
い
う
。

初
版
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
（
現
存
せ
ず
、
た
だ
し
根
拠
は
、
土
浦

市
立
博
物
館
所
蔵
山
村
家
旧
蔵
模
写
本
『
坤
輿
萬
園
全
園
』
）
、
第
一

次
改
訂
版
『
坤
輿
萬
國
全
闘
』
（
現
存
せ
ず
、
た
だ
し
根
拠
は
、
南

京
博
物
館
所
蔵
図
像
追
加
手
書
き
『
坤
輿
萬
國
全
闘
』
）
、
『
両
儀
玄

寛
圏
』
(
-
六

0
三
年
刊
）
、
第
二
次
改
訂
版
『
坤
輿
萬
國
全
園
』
（
宮

城
県
図
書
館
所
蔵
本
他
現
存
原
刊
本
）
の
順
に
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
。

『
坤
輿
萬
國
全
繭
』
諸
版
本
の
刊
行
が
以
上
の
通
り
で
あ
れ
ば
、
李

碑
光
が
見
た
『
坤
輿
萬
園
全
圏
』
は
、
初
版
、
乃
至
は
第
一
次
改
訂

版
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
李
辟
光
が
見
た
ポ
ル
ト
ガ

ル
地
域
の
国
名
は
「
彿
郎
機
」
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
な
お
、

以
上
の
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
諸
版
本
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改

め
て
論
じ
た
い
。

(35)

『
殊
域
周
吝
録
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
佛
郎
機
」
国
の
記
述

内
容
が
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
形
で
中
同
側
史
料
に
転
載
さ
れ
て
い

く
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
既
に
『
殊
域
周
杏
録
』
刊
行
当
時
か
ら
火

器
の
「
佛
郎
機
砲
」
と
関
連
づ
け
ら
れ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
が
注

朝
鮮
儒
学
者
李
悴
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

七
九

目
さ
れ
る
。
な
お
『
殊
域
周
杏
録
』
の
記
事
の
存
在
は
、
海
野
一
隆

先
生
か
ら
の
ご
教
示
に
よ
る
。

(36)

「
其
火
器
を
佛
浪
機
と
琥
す
、
今
兵
家
は
之
を
用
う
」
と
い
う
部

分
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
三
才
園
會
』
「
器
用
」
篇
、

巻
八
「
兵
器
類
」
に
、
「
佛
狼
機
式
」
と
題
し
て
火
砲
の
絵
や
記
事
を

掲
載
し
て
い
る
点
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
当
時
の
中
国
人
に
と
っ
て
、

「
佛
狼
機
」
と
言
え
ば
、
銃
や
砲
な
ど
の
火
器
の
一
種
を
意
味
す
る
も

の
と
考
え
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
（
『
一
ニ
オ
闘
會
』
の
「
佛
狼
機

式
」
に
つ
い
て
は
、
海
野
一
隆
先
生
の
ご
教
示
に
よ
る
）
。

「
西
洋
の
布
は
極
め
て
軽
細
に
し
て
蝉
翼
の
如
し
焉
」
と
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
も
、
そ
の
典
拠
は
不
明
で
あ
る
が
、
中
国
側
文
献
で
は
、

例
え
ば
『
三
才
圏
會
』
「
人
物
」
篇
、
巻
―
―
―
-
「
西
洋
国
」
条
に
「
西

洋
園
近
西
南
濱
海
、
地
産
（
中
略
）
所
織
綿
布
絶
細
壁
潔
如
紙
」
と

あ
る
こ
と
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
中
国
側
に
と
っ
て
「
西
洋
同
」

で
作
ら
れ
る
「
西
洋
布
」
と
は
特
筆
す
べ
き
も
の
と
い
う
認
識
が
あ
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
時
期
の
中
国
人
に
と
っ
て
の
「
西

洋
」
と
は
、
中
国
側
の
地
理
書
等
で
「
西
南
海
中
に
あ
り
」
と
す
る

の
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
地
域
は
、
現
在
の
イ
ン
ド
シ
ナ
半
島

か
ら
西
側
の
イ
ン
ド
洋
地
域
を
指
す
地
域
と
考
え
ら
れ
る
。
リ
ッ
チ

の
『
坤
輿
萬
涸
全
圏
』
で
は
、
現
在
の
イ
ン
ド
大
陸
の
西
岸
、
ア
ラ

ビ
ア
海
上
に
「
小
西
洋
」
と
記
載
し
て
い
る
。

中
国
側
文
献
に
お
け
る
「
大
西
洋
」
の
初
出
は
不
明
で
あ
る
が
、



朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
『
坤
輿
萬
國
全
圏
』
で
「
大
西
洋
l

を
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
大
陸
の
近
海
中
に
記
し
（
図
III
参
照
、
な
お
ア
フ
リ
カ
大
陸

の
西
方
に
は
「
利
未
亜
海
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
）
、
「
小
西
洋
」
と

「
大
西
洋
l

を
中
国
大
陸
か
ら
見
て
、
関
連
す
る
も
の
と
し
て
位
置

付
け
て
い
る
。

ち
な
み
に
『
坤
輿
萬
國
全
闘
』
で
は
、
日
本
列
島
の
近
海
に
「
小

東
洋
」
を
記
し
（
図
VI
参
照
）
、
「
大
東
洋
」
は
、
北
米
大
陸
、
現
在

の
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
近
海
に
記
載
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
関
係
を
関

連
づ
け
て
い
る
。

(37)

慮
禎
植
氏
、
前
掲
論
文
参
照
(
-
八
五
頁
）
。

(38)

近
世
初
頭
の
日
本
と
オ
ラ
ン
ダ
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
永
積

洋
子
『
平
戸
オ
ラ
ン
ダ
商
館
の
日
記
』
全
四
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九

七

0
年
）
を
参
照
。

(39)

徳
川
政
権
の
「
海
禁
政
策
l

が
成
立
す
る
ま
で
の
東
シ
ナ
海
・

南
シ
ナ
海
上
の
交
易
は
、
国
家
に
帰
属
し
な
い
よ
う
な
人
々
に
よ
っ

て
も
担
わ
れ
て
き
た
こ
と
が
近
年
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
李
眸
光

が
伝
聞
し
た
こ
の
「
倭
舶
l

も
こ
う
し
た
人
た
ち
が
多
く
乗
船
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
仮
に
、
引
用
文
を
「
其
れ

人
面
の
漆
黒
を
率
い
、
形
状
は
尤
も
醜
怪
l

と
読
む
こ
と
が
可
能
で

あ
れ
ば
、
こ
の
「
人
面
漆
黒
」
と
は
、
当
時
日
本
に
来
航
し
て
い
た

ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
イ
ス
パ
ニ
ア
人
が
自
ら
の
船
舶
に
乗
船
さ
せ
て
い

た
ア
フ
リ
カ
大
陸
出
身
の
「
黒
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
「
南

蛮
人
l

と
共
に
日
本
に
上
陸
し
た
彼
ら
「
黒
人
l

に
つ
い
て
は
、
同

時
期
に
描
か
れ
た
南
蛮
屏
風
に
そ
の
姿
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

と
こ
ろ
で
『
芝
峯
類
説
』
に
は
、
こ
の
時
期
に
、
東
南
ア
ジ
ア
海

域
を
往
来
す
る
日
本
の
商
船
上
に
朝
鮮
人
「
趙
完
璧
l

な
る
人
物
が

乗
船
し
、
「
安
南
国
l

に
往
来
し
た
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
「
趙
完

璧
」
は
壬
辰
倭
乱
の
際
に
、
被
虜
と
な
っ
て
日
本
に
連
れ
ら
れ
た
人

物
の
よ
う
で
あ
る
が
、
彼
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

(40)

『
謄
録
類
抄
』
第
十
四
冊
、
「
邊
事
l

は
、
『
各
司
謄
録
』
第
六
十

六
冊
（
影
印
版
、
国
史
編
纂
委
員
会
編
、
一
九
九
一
云
一
年
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
も
の
を
使
用
し
た
。
本
史
料
の
存
在
を
初
め
て
指
摘
し
、

朱
印
船
貿
易
の
実
態
を
究
明
し
た
論
考
と
し
て
、
松
浦
章
「
朱
印
船

の
中
国
・
朝
鮮
漂
着
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
南
島
史
学
』
、
五
五
号
、
―

1
0

0
0年
）
が
あ
る
。
な
お
、
『
謄
録
類
抄
』
第
十
四
冊
、
「
邊
事
」
に

は
、
壬
辰
倭
乱
時
に
被
虜
と
な
っ
た
人
た
ち
の
中
で
、
宣
祖
三
十
七

年
当
時
、
朝
鮮
に
帰
国
し
た
人
た
ち
の
供
述
記
録
が
少
な
か
ら
ず
記

録
さ
れ
て
い
る
。
今
後
こ
う
し
た
記
録
は
活
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ

ぷ
ノ

(41)

宮
祖
一
二
十
七
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
含
む
朱
印
船
の
海
難
事
件

と
、
李
呼
光
が
倭
訳
か
ら
伝
聞
し
た
と
い
う
宮
祖
三
十
六
年
の
「
南

番
国
人
」
が
乗
船
し
て
い
た
「
倭
舶
漂
抵
我
境
」
事
件
と
は
関
連
が

あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

前
掲
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
供
述
で
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
と
中
国
と
の

八
〇



距
離
を
「
十
八
万
里
」
と
し
、
ま
た
本
人
が
本
国
を
離
れ
て
か
ら
の

年
数
を
「
十
五
年
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
李
眸
光
が
倭
語
の
訳

官
か
ら
得
た
情
報
で
は
、
中
国
と
の
距
離
を
「
八
万
里
」
と
し
、
本

国
を
離
れ
て
「
八
年
」
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
年
数
や
距
離
の
相

違
点
か
ら
、
二
つ
の
事
件
は
全
く
別
々
の
事
件
で
あ
っ
た
可
能
性
が

強
い
。し

か
し
、
『
謄
録
類
抄
』
に
見
る
「
黒
人
」
に
関
す
る
記
述
の
内

容
を
勘
案
す
る
に
、
李
眸
光
が
司
訳
院
の
訳
官
か
ら
聞
い
た
「
南
番

国
人
」
の
話
は
、
宣
祖
三
十
七
年
に
漂
流
し
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
と

「
黒
人
」
の
二
人
に
関
す
る
情
報
を
、
李
眸
光
が
一
人
の
「
南
番
国

人
」
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
し
て
（
例
え
ば
、
「
南
番
国
人
」
の
容
貌
を

「
髯
似
羊
鑽
、
其
率
人
面
漆
黒
、
形
状
尤
醜
怪
、
盗
海
鬼
類
也
」
と

し
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
人
面
が
漆
黒
と
し
て

い
る
）
叙
述
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
も
残
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
朝
鮮
政
府
側
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
取
り
調
べ
た
結
果
、
彼

ら
を
「
南
蛮
人
」
と
明
記
し
た
の
に
対
し
て
（
「
南
蛮
」
と
い
う
表

記
は
、
お
そ
ら
く
は
「
倭
人
」
か
ら
聞
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
）
、
李

眸
光
が
「
南
番
国
人
」
と
記
名
し
て
し
ま
っ
た
事
実
は
、
李
眸
光
の

得
た
情
報
が
明
ら
か
に
伝
聞
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。と

こ
ろ
で
、
十
七
世
紀
以
降
の
朝
鮮
に
お
い
て
、
そ
の
直
前
に
来

朝
し
た
セ
ス
ペ
デ
ス
神
父

(
G
r
e
g
o
r
i
o
d
e
 C
e
s
p
e
d
e
s
)

を
別
に
す

朝
鮮
儒
学
者
李
眸
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

八

れ
ば
、
朝
鮮
と
西
欧
と
の
関
連
で
、
一
六
五
三
年
に
朝
鮮
に
漂
流
し

た
ハ
メ
ル

(
H
e
n
d
r
i
e
H
a
m
e
l
)

等
三
十
六
名
や
、
そ
れ
以
前
の
ウ

エ
ル
テ
ブ
レ

(
J
a
n
J
a
n
s
e
 W
e
l
t
e
v
r
e
e
)

等
の
オ
ラ
ン
ダ
人
と
の

出
会
い
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
掲

の
史
料
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
彼
ら
オ
ラ
ン
ダ
人
に
先
ん
じ
る
こ
と

四
十
年
余
り
前
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
朝
鮮
に
漂
着
し
、
ま
た
漢
城
ま

で
押
送
さ
れ
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
当
時
は
、
日
本
に
お
い
て
朱
印
船
貿
易
が
始
ま
り
、
ま
た
ポ
ル

ト
ガ
ル
や
イ
ス
パ
ニ
ア
の
商
船
が
日
本
各
地
の
港
に
も
来
航
し
た
時

期
で
あ
っ
た
た
め
に
、
こ
れ
以
外
に
も
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
イ
ス
パ

ニ
ア
人
が
朝
鮮
沿
岸
に
漂
着
し
た
同
様
の
事
件
は
起
き
て
い
た
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
宣
祖
三
十
七
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
を
含
む
漂
着
者
等
の

こ
と
を
記
せ
ば
、
彼
ら
が
漂
着
し
た
時
期
は
、
未
だ
朝
鮮
と
日
本
と

の
通
交
関
係
が
断
絶
し
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
彼
ら

漂
流
者
は
、
漢
城
で
取
り
調
べ
を
受
け
た
後
、
朝
鮮
か
ら
明
国
に
派

遣
さ
れ
る
使
節
に
同
行
し
て
、
北
京
に
押
送
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
北
京
に
移
送
さ
れ
た
後
の
彼
ら
の
動
向
に
つ
い
て
も

興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
後
考
を
待
ち
た
い
。

(42)

李
眸
光
が
弘
文
館
副
提
学
に
就
任
し
た
の
は
宣
祖
三
十
六
年
六

月
五
日
で
あ
り
（
『
宣
祖
実
録
』
巻
一
六
三
、
宣
祖
三
十
六
年
六
月
庚

寅
の
条
）
、
吏
曹
参
議
に
は
八
月
二
十
日
（
『
宣
祖
実
録
』
巻
一
六
五
、



宣
祖
一
二
十
六
年
八
月
癸
卯
の
条
）
で
あ
り
、
さ
ら
に
兵
曹
参
議
に
就

任
し
た
の
は
、
翌
宣
祖
三
十
七
年
七
月
十
二
日
（
『
宣
祖
実
録
』
巻

一
七
六
、
宣
祖
三
十
七
年
七
月
辛
酉
の
条
）
の
こ
と
で
あ
る
。

(43)

慮
禎
植
氏
、
前
掲
論
文
参
照
(
-
八
五
頁
）
。

(44)

近
世
の
日
本
と
イ
ギ
リ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
岩
生
成
一

訳
『
慶
元
イ
ギ
リ
ス
書
翰
』
（
雄
松
堂
書
店
、
一
九
六
六
年
）
を
参
照
。

(45)

前
掲
書
、
「
千
六
百
十
四
年
十
一
月
二
十
五
日
附
、
平
戸
発
、
リ

チ
ャ
ー
ド
・
コ
ッ
ク
ス
よ
り
、
東
印
度
會
社
に
送
り
し
書
翰
」
(
-
―

八
八

S
三
0
―
頁
）
を
参
照
。
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
当
時
朝
鮮
近

海
に
イ
ギ
リ
ス
人
が
出
没
し
た
可
能
性
は
強
い
も
の
の
、
彼
ら
が
乗

船
し
て
い
た
船
舶
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
李
眸
光
の

引
用
文
に
「
船
尾
に
風
を
生
じ
る
の
機
を
設
け
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

明
ら
か
に
彼
ら
朝
鮮
の
人
々
が
見
た
船
舶
は
、
船
尾
に
三
角
帆
を
張

る
カ
ラ
ッ
ク
船
、
乃
至
は
ガ
レ
オ
ン
船
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

(46)

李
悴
光
は
、
次
の
第
四
十
七
段
落
で
「
唐
書
」
を
引
用
し
て
、

「
吉
利
吉
思
」
と
「
骨
利
幹
」
と
の
関
連
を
探
っ
て
い
る
が
、
そ
こ

で
引
用
し
た
「
唐
書
」
と
は
、
『
新
唐
書
』
巻
一
―
―
七
下
、
列
伝
―

四
二
下
、
「
回
髄
下
」
の
条
に
掲
載
し
て
い
る
文
章
で
あ
る
。

(47)

慮
禎
植
氏
、
前
掲
論
文
参
照
(
-
八
五
頁
）
。

(48)

前
掲
、
註

(
l
)
に
見
え
る
李
元
淳
氏
の
「
朝
鮮
実
学
知
識
人

斗
漢
訳
西
学
地
理
書

ol甜
」
、
姜
在
彦
氏
の
『
朝
鮮
の
西
学
史
』
を

参
照
。 朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

(49)

例
え
ば
、
前
掲
、
姜
在
彦
氏
の
『
朝
鮮
の
西
学
史
』
、
第
一
一
節

「
朝
鮮
に
伝
来
し
た
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
西
洋
書
と
世
界
地
図
」
に
お

い
て
は
、
『
績
耳
諏
』
を
焦
紘
の
著
作
と
見
て
い
る
（
四

O
S
四
三

頁
）
。
と
こ
ろ
で
、
焦
紘
は
明
末
を
代
表
す
る
官
僚
と
し
て
有
名
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
上
に
多
く
の
著
作
を
残
し
て
い
る
知
識
人
と
し
て
も

知
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
は
、
自
ら
の
『
報
告
書
』

（
邦
訳
は
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
一
•
一
一
巻
、
生
田
滋
他
編

『
大
航
海
時
代
叢
書
』
第
II
期
八
・
九
巻
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
八

二
年
）
中
で
、
焦
紘
が
訪
問
し
て
き
た
こ
と
に
つ
い
て
書
き
残
し
て

い
る
。

(50)

沈
遡
奇
・
沈
傲
垣
編
纂
の
『
績
耳
讀
』
は
、
全
六
巻
か
ら
成
り
、

明
代
を
中
心
に
当
時
の
社
会
で
生
起
し
た
事
件
等
を
記
述
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
使
用
し
た
『
績
耳
諏
』
は
、
内
閣
文
庫
所
蔵

本
で
あ
る
。

(51)

『
交
友
論
』
一
巻
の
初
刻
は
、
万
暦
二
十
三
(
-
五
九
五
）
年
で

あ
る
（
刊
地
は
南
昌
）
。
本
稿
で
利
用
し
た
『
交
友
論
』
は
、
『
天
学

初
函
』
所
収
の
も
の
で
あ
る
が
、
書
中
に
「
重
友
論
」
と
記
名
す
る

と
こ
ろ
は
な
い
。

ま
た
、
『
天
主
賓
義
』
二
巻
の
初
刻
は
、
万
暦
三
十
一
(
-
六
〇

三
）
年
十
月

S
十
一
月
で
あ
る
（
刊
地
は
北
京
）
。
本
稿
で
利
用
し
た

『
天
主
賓
義
』
も
『
天
学
初
函
』
所
収
の
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
四
十
八
段
落
に
記
す
リ
ッ
チ
の
『
天
主
賓
義
』
に

八



つ
い
て
も
‘
李
眸
光
が
直
接
閲
覧
し
て
そ
の
内
容
を
紹
介
し
た
も
の

で
は
な
い
可
能
性
が
残
る
。
本
来
、
こ
の
第
四
十
八
段
落
が
利
瑞
賓

と
彼
の
著
述
し
た
『
天
主
賓
義
』
や
『
交
友
論
』
の
説
明
に
費
や
し

た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
李
呼
光
は
段
落
の
末
尾
に
お
い
て
、
そ
の

論
評
を
記
す
こ
と
が
、
こ
れ
ま
で
の
段
落
の
慣
例
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
李
眸
光
は
、
第
四
十
八
段
落
で
そ
う
し
た
評
を
加
え
て
い
な
い

の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
第
四
十
八
段
落
全
体
は
、
『
績
耳

閥
』
巻
一
、
「
西
洋
異
人
」
条
以
外
に
、
他
の
文
献
（
可
能
性
と
し

て
焦
紘
の
著
作
が
考
え
ら
れ
る
）
の
文
言
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
て
叙

述
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
現
段
階
で
は
そ
の
典
拠
ま
で
も
明

示
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
た
め
、
問
題
点
が
あ
る
こ
と
だ
け
を
指
摘

す
る
に
と
ど
め
た
い
。

(52)

李
辟
光
が
『
坤
輿
萬
國
全
園
』
と
『
両
儀
玄
覧
園
』
を
閲
覧
し

た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
前
掲
、
註

(
2
)
に
示
し
た
拙
稿
を
参
照
。

な
お
、
王
折
『
三
才
園
會
』
に
挿
入
さ
れ
た
「
山
海
輿
地
全
圏
」
は
、

マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
の
世
界
図
に
基
づ
い
て
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
が
、
海
野
一
隆
氏
の
「
明
•
清
に
お
け
る
マ
テ
オ
・
リ
ッ
チ
系

世
界
図
」
（
山
田
慶
兒
編
『
新
発
現
中
国
科
学
史
資
料
の
研
究
』
京

都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
一
九
八
五
年
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
。

な
お
、
「
外
国
」
条
、
第
四
十
九
段
落
の
後
半
に
記
す
「
歌
羅
巴

地
界
南
至
地
中
海
、
北
至
氷
海
、
東
至
大
乃
河
、
西
至
大
西
洋
、
地

朝
鮮
儒
学
者
李
碑
光
の
世
界
地
理
認
識
（
鈴
木
）

八

中
海
者
、
乃
是
天
地
中
、
故
名
云
」
と
い
う
文
言
は
、
『
三
才
圏
會
』

の
「
地
理
一
巻
」
、
「
山
海
輿
地
全
脳
」
の
記
事
に
同
様
の
文
章
が
見

え
る
こ
と
か
ら
、
そ
こ
か
ら
の
転
載
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

さ
ら
に
は
、
『
芝
峯
類
説
』
巻
―
一
、
「
文
章
部
」
四
の
「
唐
詩
」
条

に
「
三
才
圏
會
日
、
西
域
之
南
有
地
中
海
、
見
北
極
南
極
正
半
、
即

天
地
之
中
是
也
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
肯
首
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

(53)

引
用
文
中
で
「
獣
羅
巴
國
人
潟
賽
賓
」
と
「
誤
記
」
し
て
い
る

点
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
い
。
本
論
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
李
呼

光
は
『
芝
峯
類
説
』
「
外
国
」
条
の
第
四
十
九
段
落
で
、
彼
が
一
六
〇

三
年
に
弘
文
館
副
提
学
で
あ
っ
た
時
に
閲
覧
し
た
地
図
が
「
其
國
使

臣
謁
賓
賓
」
の
作
製
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る

点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
諸
先
学
の
研
究
で
「
利
瑞
賓
」
と
す

べ
き
と
こ
ろ
を
「
潟
賓
賓
」
と
誤
記
し
た
も
の
と
結
論
を
下
し
て
き

た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
九
重
天
図
」
の
引
用
に
際
し
て
も
、
ま
た

李
眸
光
は
「
謁
賓
賓
」
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
芝

峯
類
説
』
中
で
李
眸
光
は
、
二
箇
所
で
誤
記
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
一
方
で
李
呼
光
は
、
「
涸
賓
賓
」
と
誤
記
し
て
い
る
同
じ

「
外
国
」
条
の
第
四
十
九
段
落
中
で
、
正
確
に
「
利
瑞
賣
」
と
も
明
記

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
賜
賓
賓
」
は
単
純
に
誤
記
と
考
え
て
よ
い
の

で
あ
ろ
う
か
。

李
眸
光
が
弘
文
館
で
閲
覧
し
た
世
界
図
は
、
間
違
い
な
く
『
坤
輿

萬
國
全
圏
』
で
あ
る
。
但
し
、
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
『
坤
輿



萬
闊
全
圏
』
が
一
六

0
二
年
に
北
京
で
刊
印
さ
れ
た
際
に
、
刻
工
等

に
よ
っ
て
無
断
で
も
う
一
部
の
『
坤
輿
萬
國
全
闘
』
の
版
木
が
作
製

さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
（
前
掲
書
『
中
国
キ
リ
ス
ト
教
布
教
史
』
八
巻
、

五
一
三
頁
参
照
）
。

推
測
す
る
に
、
刻
工
た
ち
に
よ
っ
て
勝
手
に
作
製
さ
れ
た
『
坤
輿

萬
國
全
闘
』
こ
そ
、
「
利
瑶
賓
」
と
刻
字
す
べ
き
所
を
、
そ
の
出
所

を
隠
蔽
す
る
意
味
も
あ
り
、
刻
エ
等
が
勝
手
に
「
謁
賓
賓
l

と
偽
刻

し
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
こ
の
一
混
賓
賓
」
と
刻
字
し
、
勝
手

に
販
売
さ
れ
て
い
た
も
の
を
朝
鮮
か
ら
の
使
臣
李
光
庭
等
が
購
入
し

て
持
ち
帰
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
勿
論
、
李
眸
光
が
弘
文
館
で
閲
覧

し
転
写
し
た
際
に
誤
記
し
た
と
は
充
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
混
應
京
の
『
月
令
広
義
』
（
万
暦
二
十
九
•
一
六
0
一
年

【
付
記
】

本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
大
阪
大
学
名
誉
教
授
海
野
一
隆
先
生
か
ら
懇
切
な
御
教
示
を
賜
わ
り
ま
し
た
。
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
本
稿
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

朝

鮮

学

報
（
第
百
九
十
二
輯
）

刊
）
に
は
、
リ
ッ
チ
が
描
い
た
「
九
重
天
図
」
や
「
山
海
輿
地
全
圏
」

を
転
載
し
て
い
る
た
め
、
李
眸
光
は
、
凋
應
京
と
利
弱
賣
の
名
前
を

混
同
し
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
も
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は

低
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
李
眸
光
は
「
其
國
使
臣
凋
賓
賓
」
と

記
し
て
お
り
、
著
者
名
の
謁
應
京
と
混
同
す
る
に
は
無
理
が
あ
ろ
う

し
、
さ
ら
に
は
、
管
見
の
限
り
で
は
『
芝
峯
類
説
』
に
『
月
令
広
義
』

を
引
用
し
た
箇
所
が
認
め
ら
れ
な
い
た
め
、
李
眸
光
が
『
月
令
広
義
』

を
閲
覧
し
た
可
能
性
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
こ
う
し
た
問

題
は
、
今
後
新
た
な
『
坤
輿
萬
國
全
闘
』
が
発
見
さ
れ
れ
ば
、
新
し

い
展
開
を
見
せ
る
可
能
性
も
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
長
い
間
、
単
純
に

「
誤
記
」
と
さ
れ
て
き
た
点
に
つ
い
て
一
私
見
を
提
示
し
て
み
た
。

（
富
山
大
学
教
授
．

930|
卿
富
山
市
奥
田
新
町
四
ー
ニ
ー
―
一
三
）
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World Geography According to the Korean Confucian 

Li Su-gwang(李眸光）

SUZUKI Nobuaki 

In the "Oeguk(外国）" passage in the "Jibongyuseol(芝峯類説）", Li 

Su-gwang introduced Jesuit Matteo Ricci's "Gonyeomangukjeondo(坤

輿萬國全圏）", "Cheonjusilui(天主賓義）", and "Gyouron(交友論）"into 

Korea for the very first time. 

Li Su-gwang is known as the Confucian scholar who included an 

explanation of various European countries in his book. In order to 

reexamine the research that has thus far been carried out, this paper will 

analyze the "Oeguk" passage in the "Jibongyuseol" and assess the 

historical documents that were influential in shaping Li Su-gwang's 

knowledge of world geography. 

Su-gwang's knowledge of world geography was predominantly 

based upon Chinese historical and geographical books and other 

similar genres. Moreover, the section on the various countries in the 

European regions was not based upon the "Gonyeomangukjeondo," but 

rather, on the information he acquired from the then contemporary 

Japanese. Finally, Li Su-gwang's perspective of world geography was 

a traditional view of geography as seen in the "Samjaedohoe" and was 

not formulated by a perspective of world geography as seen in the 

"Gonyeomangukjeondo" which came from the West. 

An Evaluation of the Third Diplomatic Mission 

KITAHARA Sumako 

In September 1881, the third diplomatic mission from Korea was 

dispatched to the Meiji(明治） government in order to revise a treaty of 

commerce and to reach an agreement on taxation. Consequently, 

however, the diplomacy was carried out unsuccessfully and historians 




